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①企業誘致活動
の推進

○今後も安定した雇用の創出、正規
雇用の増加、及び地域外への人口流
出の抑制につながる企業誘致を着実
に実現することが求められています。

⇒引き続き、鳥取県及び鳥取県西部地域振
興協議会との連携、米子市関西事務所の活
動、あるいは、米子市ふるさと経済活性化
委員の活用により、企業誘致活動を推進し
ます。

鳥取県及び鳥取県西部地
域振興協議会、米子市関西
事務所等と連携しながら、企
業誘致活動を行った。

■誘致企業数《累計》
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、３９社（平成元年度～平
成２６年度累計：２９社）

２９社
※平成２７年度：実績なし

Ｃ 現在誘致活動中の案件につ
いては継続した取組を行
い、並行して新規案件の開
拓に努めることとしている。

経済戦略課

②誘致企業への
支援（企業立地促
進補助金の加算）

○今後も安定した雇用の創出、正規
雇用の増加、及び地域外への人口流
出の抑制につながる企業誘致を着実
に実現することが求められており、さら
に企業誘致を推進するためには、自
治体間競争に打ち勝つ誘致企業への
支援策の充実が必要です。

⇒企業からみて他自治体よりも魅力的な支
援制度とするため、従来の企業立地促進補
助金に加えて、新たな補助制度を創設しま
す。

新たな補助制度として「よう
来てごしなった！加算型誘
致企業支援事業補助金制
度」を創設し、５，０００万円
を上限に補助金を加算する
こととしたが、結果として平
成２７年度における交付実
績はなかった。

■誘致企業数《累計》
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、３９社（平成元年度～平
成２６年度累計：２９社）

２９社
※平成２７年度：実績なし

Ｃ 平成２７年度の交付実績を
踏まえ、当該補助制度の平
成２８年度における予算化
は見送った。なお、今後も既
存の補助制度等により、企
業誘致の推進に努めること
としている。

経済戦略課

③新たな工業用
地の確保に向け
た取組

○本市における空き工業用地の現状
は、ほとんどない状況であり、企業か
ら進出の意向があれば、オーダーメイ
ドで整備し提供する方針を取っていま
すが、昨今の企業側の進出候補地の
選定状況を見ると、当該候補地が、そ
の選定から施設建設までを短期間で
完了できる場所であるかどうかが企業
の重要な判断ポイントとなっており、今
後、企業誘致における地域間競争に
勝ち抜くためには、企業に選ばれる工
業用地をあらかじめ確保しておく必要
性が高まっています。

⇒新たな工業用地の確保に向けた取組とし
て、市内の適地に一定面積の工業用地を造
成することについて検討し、その結果に基づ
き、工業用地造成の事業化を目指します。

- ■工業用地の造成数
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、最低１箇所

0箇所 Ｘ （参考）
これまで候補地選定のため
の庁内検討会を４回にわた
り開催し、候補地について庁
内各担当部局所管の見地
から調査検討を行ってきた。
今後さらに調査検討を進
め、候補地の絞込み、事業
化への目処をつけることとし
ている。

経済戦略課

④地元企業の工
場等の新増設・新
規雇用への支援

○工業の振興に当たっては、工場又
は事業所の新設・増設を行う設備投
資や新規雇用への支援を行い、地元
企業の事業規模拡大の促進を図る必
要があります。近年は、緩やかな景気
回復を受け、受注増加の動きがあるこ
とから、今後も設備投資や新規雇用
が見込まれます。

⇒引き続き、地元企業の工場又は事業所の
新設・増設を行う設備投資や新規雇用への
支援を行います。

鳥取県、（公財）鳥取県産業
振興機構と情報を共有し、
地元企業の工場の増設を行
う設備投資や新規雇用への
支援を行った。
また、受注増加を狙い、ビジ
ネスマッチング商談会を開
催し、地元企業にエントリー
してもらい、販路拡大を支援
した。

■工場等の新増設支援の
件数《累計》
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、３３件（平成１１年度～平
成２６年度累計：１７件）

１９件
※平成２７年度：２件

Ｃ 引き続き、鳥取県、（公財）
鳥取県産業振興機構と連携
し、地元企業の支援を行うこ
ととしている。
また、受注増加による事業
規模の拡大を目指し、ビジ
ネスマッチング商談会を開
催し、販路拡大等の支援を
積極的に行うこととしてい
る。

商工課

2　「守りま
す！」中小
企業等へ
の支援

①中小企業の振
興に資する制度
融資の実施

○本市の民間事業所の大部分を占め
る中小企業は、経営基盤が脆弱であ
り、その安定的な経営を維持し、業務
の効率化の促進や事業の拡大を図る
ための開業資金、運転資金、設備資
金などに向けた融資を必要としている
ことから、中小企業の振興に資する各
種の制度融資を実施しています。

⇒引き続き、中小企業の振興に資する制度
融資を実施します。

市のホームページ、鳥取県
の産業支援ナビでの広報、
また、鳥取県商工労働関係
施策合同説明会で周知を行
うなど、制度融資の利用促
進を図った。

■制度融資利用件数《年
間》
⇒５年後（平成３１年度）にお
いて、６００件（平成２６年度：
５２６件）

４８４件 Ｃ 鳥取県との協調融資のた
め、引き続き連携して、市
ホームページ、県の産業支
援ナビで周知を図るととも
に、窓口の金融機関をはじ
め商工会議所、商工会等と
の情報共有などを図り、適
切な事業案内に努めること
としている。

商工課

米子がいな創生総合戦略　平成２７年度の施策の取組状況（取組内容・重要業績評価指標ＫＰＩの実績）

Ｐｌａｎ
施策

1　企業誘
致の推進
と地元企
業への支
援

Ｃｈｅｃｋ

Ⅰ　しごと
を守り生み
出す元気
なまち米子

～経済の
活性化を
図り、安定
した雇用を
創出します
～

所管課
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②小規模事業者
向け融資の利子
補給制度の利用
拡大

○本市の民間事業所の大部分を占め
る中小企業の中でも、とりわけ小規模
事業者はさらに経営基盤が脆弱であ
り、資金調達が容易でないことに加
え、融資を受けることができた場合で
も、その利払いが経営の大きな負担と
なっていることから、小規模事業者向
け融資の利子補給を実施しています。

⇒小規模事業者向け融資の利子補給制度
の周知を徹底し、制度利用の拡大を図りま
す。

小規模事業者向け融資の利
子補給制度について、市の
ホームページ等で広報を行
い情報提供を行い、また、商
工会議所、商工会等の関係
機関と連携し、当該制度の
周知を図った。

■小規模事業者経営改善
資金等利子補給補助金利
用者数《年間》
⇒５年後（平成３１年度）にお
いて、２８件（平成２６年度：１
８件）

２０件 Ｂ 引き続き、商工会議所、商
工会等の関係機関と連携
し、当該制度の周知を図り、
制度利用の拡大に努めるこ
ととしている。

商工課

③中小企業等の
小口資金を募る
クラウドファンディ
ング・サイト開設
に向けた取組

○近年、クリエイターや起業家の資金
調達の方法として、インターネットのサ
イトを通じて多数の支援者から小口資
金を募る「クラウドファンディング」の開
設が見受けられます。中小企業の資
金調達においては、制度融資等によ
る支援を基本としながらも、新たな資
金調達の方法として、この「クラウド
ファンディング」の活用への期待が高
まっているとともに、創業支援の手法
としても注目されています。

※「クラウドファンディング（Crowd
Funding）」のクラウドは「群集」、ファン
ディングは「資金調達」という意味。

⇒クラウドファンディング・サイト開設を検討
します。

- ■クラウドファンディング・サ
イト開設の検討
⇒早期に結論を得ます。

- Ｘ （参考）
関係機関（西部９市町村、金
融機関等）とサイト開設に向
けて協議を図り、また、先行
事例である鳥取県の
「FAAVOとっとり」（クラウド
ファンディングサイト）の実施
実態を精査し、鳥取県西部
９市町村創業支援計画のフ
レームを活用し、需要が高
い創業に特化した事業の開
設に向けて検討することとし
ている。

商工課

①特定創業支援
事業を修了し、雇
用を伴う創業をし
た者への助成

○近年、本市においては、廃業率が
開業率を上回っていることから、地域
の開業率を引き上げるため、平成２６
年に鳥取県西部９市町村で策定した
創業支援事業計画に基づき、商工団
体などと連携して創業を支援すること
としており、この計画に基づく創業を促
進する必要があります。

⇒創業支援事業計画に基づき、特定創業支
援事業を修了し、雇用を伴う創業をした者を
支援し、創業の促進を図ります。

総合相談業務に加え、本市
の創業に関する既存事業
（補助金、融資）と関係支援
機関との連携による事業を
実施した。
・総合相談　１１件
・融資件数　５９件
・新規創業者で実際に雇用
を伴う創業者への支援補助
金　７件
・その他本市の既存補助事
業等での支援を実施

■市内での新規創業件数
《年間》
⇒５年後（平成３１年度）にお
いて、４５件（平成２６年度：２
５件）

３７件 Ａ 引き続き、鳥取県西部９市
町村で策定した創業支援事
業計画に基づき、商工団体
などと連携して創業を支援
することとしている。
また、平成２６年に策定した
創業支援事業計画に、より
効果の高い事業を盛り込ん
だ変更計画を策定し申請を
行う予定である。

商工課

②地元事業者の
事業承継への支
援に向けた取組

○これまで、中心市街地の商店街を
はじめとして地元の多くの小規模事業
者は、代々その家族などに事業承継
してきましたが、近年、少子高齢化の
進展や若者の都市圏などへの流出に
より、後継者がなく事業の継続がこれ
まで以上に困難になっている状況が
あり、地域経済の活性化を図ることは
もとより、伝統的な事業や技術を後世
に引き継いでいくため、地元事業者の
事業承継が全国的な課題となってい
ます。県は、平成２７年度に「鳥取県
事業引継ぎセンター」を開設されたと
ころですが、本市においても事業承継
の支援に向けた取組が求められてい
ます。

⇒県、商工会議所等の経済団体との協議に
基づき、事業承継への支援に関する市の取
組を検討し、その結果に基づき、支援の事
業化を図ります。

- ■事業承継への支援に関す
る取組の検討
⇒早期に結論を得ます。

- Ｘ （参考）
平成２７年度は、事業者に
対しての意識啓発、調査及
び情報公開等を進める事業
を地方創生加速化交付金事
業として申請したが、不採択
となった。
今後、鳥取県や商工会議所
等の経済団体と協議しなが
ら、事業化に向けた手法を
検討することとしている。
なお、事業所にとって商圏等
なじみある地域でのマッチン
グ等で、事業継承の機会が
広がるという視点から、広域
的な取組の可能性も探究し
ていくこととしている。

商工課

3　「あなた
も社長！」
創業・事業
承継への
支援

Ⅰ　しごと
を守り生み
出す元気
なまち米子

～経済の
活性化を
図り、安定
した雇用を
創出します
～

2　「守りま
す！」中小
企業等へ
の支援
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①「先端医療創造
都市よなご」の情
報発信を契機とし
た産学金官連携
の促進

○本市は、鳥取大学医学部附属病院
（特定機能病院・救命救急センター・
周産期母子医療センター）のほか、山
陰労災病院、米子医療センター、博愛
病院など、人口当たりの施設数・病床
数ともに全国平均を上回る数の病院
が所在し先端医療等が提供され、ま
た、一般診療所、医師・看護師も人口
当たりの施設数・病床数あるいは従事
者数も全国平均を大きく上回るなど、
質・量ともに全国的に優位性の高い医
療技術及び医療サービスが提供され
ている地域であり、医療環境の充実に
加え、医工連携など産学金官連携に
よる新事業・新産業の創出のポテン
シャルも有しています。このような中
で、産学金官連携のもとに医療環境
の優位性を活かした地域活性化等へ
の取組が求められています。

⇒本市の医療環境の優位性（医療技術及び
医療サービスの現状等）を改めて整理し、こ
れを地域活性化等に活かすべき方向性とと
もに「先端医療創造都市よなご」構想として
情報発信（シンポジウム開催）するとともに、
情報発信に当たって、関係機関との連携を
強化することで産学金官連携の促進に向け
た機運を醸成します。

次のとおり、シンポジウム
「健康で安心して暮らせる米
子のこれから」を開催した。
・開催日：平成28年2月11日
・会場：米子市文化ホールメ
インホール
・内容：【第1部】在宅医療
フォーラム・【第2部】未来へ
の取組
※充実した医療・介護環境
をＰＲするチラシを作成し、
配布した。

■「先端医療創造都市よな
ご」の情報発信に係るシンポ
ジウム参加人数
⇒平成２７年度において、３
００人

440人 Ａ 平成２８年度も引き続き、西
部医師会や鳥取大学医学
部附属病院等と連携を図
り、シンポジウムを開催する
予定としており、内容を充実
させるために、既存イベント
「ふれあい健康フェスティバ
ル」を組み入れ、1日を通し
てのイベントとして開催する
こととしている。
また。関連する取組として、
ＵＩＪターンをターゲットにした
冊子に医療・介護環境の充
実についての記事を掲載
し、地域の魅力としてＰＲす
ることとしている。

地域政策課

②仕事の種（シー
ズ）づくりなど産
学連携研究への
支援

○本市に所在する高等教育機関（鳥
取大学医学部・米子工業高等専門学
校）では、医工連携など、新事業・新
産業の創出につながる多様な仕事の
種（シーズ）づくりなどに関する研究が
行われています。一方、市内の企業に
おいては、その発展のため新製品の
事業化、新技術の実用化などの取組
が必要とされています。このため、い
わゆる産学連携により、企業と高等教
育機関とが連携し、先進的・実験的な
製品開発、技術開発などの共同研
究、委託研究などが活発に行われる
よう、その促進が求められています。

⇒市内の企業が高等教育機関と連携して行
う新製品の事業化、新技術の実用化などの
研究開発を支援することにより、将来的に仕
事を生み出すような仕事の種（シーズ）づくり
など産学連携研究の促進を図ります。

- ■仕事の種（シーズ）づくり
などの共同研究に対する補
助金交付件数《累計》
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、８件

- Ｘ （参考）
平成２８年度に「産学官しごと
の種（シーズ）づくり支援事
業」を新設し、産学官連携の
中で、新たな事業活動を創出
するための研究開発・調査等
の取組に対する支援を整備し
た。また、米子工業高等専門
学校地域共同テクノセンター
や鳥取大学医学部附属病院
次世代医療推進センター等関
係する学術研究機関と密な連
携をとるとともに、米子商工会
議所等関連経済団体への広
報活動に努め、事業促進を図
ることとしている。

経済戦略課

③新産業の開拓
（新規事業参入・
経営革新）のため
プロフェッショナル
人材を招聘・雇用
する企業への支
援

○地元企業が、新産業の開拓（新規
事業参入・経営革新）に取り組もうとし
た際、その新たな取組を支えるプロ
フェッショナル人材（専門人材）が地元
に不足しています。一方、都市圏で
は、専門人材の中には培ったスキル
を発揮する機会に恵まれていない者
もあり、企業とのマッチングを図る必要
性が指摘されています。このような中
で、国（内閣府）では、プロフェッショナ
ル人材バンクを設け、スキルのある人
材を登録し、これをニーズにあった企
業に紹介する事業を行っており、その
地方における活用の促進が求められ
ています。

⇒国のプロフェッショナル人材バンクを活用
するなど、地元企業が望む地域外の専門人
材とのマッチングを図り、当該専門人材のＵＩ
Ｊターンを促進するため、専門人材を招聘・
雇用する地元企業を経済的に支援します。

- ■地域外の専門人材のUIJ
ターン数《累計》
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、８人

- Ｘ （参考）
鳥取県雇用人材局就業支
援課が進める県外のプロ
フェッショナル人材の移転促
進事業と連携するとともに、
その中心的役割を担う「とっ
とりプロフェッショナル人材
戦略拠点」のマッチングを活
用しながら、本市企業への
プロフェッショナル人材の確
保に努めることとしている。
※平成２７年度は、地方創
生加速化交付金の事業申
請をし、不採択となったが、
事業内容をブラッシュアップ
し、平成２８年度に新設され
た地方創生推進交付金の申
請を行ったところである。

経済戦略課

Ⅰ　しごと
を守り生み
出す元気
なまち米子

～経済の
活性化を
図り、安定
した雇用を
創出します
～

4　産学金
官連携そ
の他多様
な連携に
よる新事
業・新産業
の創出促
進
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④「よなごエネル
ギー地産地消・資
金循環モデル」の
構築への取組

○電気事業法の段階的な改正によ
り、電力自由化が推進され、平成２８
年度からは、電気の小売業への参入
の全面自由化がなされます。従来、地
域内で使う電気などのエネルギーに
費やす金額は大きいですが、その大
半は、県外の企業に流出している状
況にあることから、電力自由化を契機
に、エネルギーを地産地消し、資金循
環させることの必要性が高まっていま
す。

⇒エネルギーの地産地消・資金循環を可能
にする米子市モデルの構築への取組とし
て、まず、地域内企業を中心とした「地域エ
ネルギー会社」の設立を図り、その推進エン
ジンとします。なお、「地域エネルギー会社」
に対しては、初期投資に係る借入金等を極
力抑え早期に事業を軌道に乗せていくた
め、必要な支援（出資等）を行います。

平成２８年２月２５日に本市
と地元企業５社の出資が完
了し、地域エネルギー会社
「ローカルエナジー株式会
社」が立ち上がった。

■設立された地域エネル
ギー会社の数
⇒平成３１年度までに、１社

１社 Ａ 地域エネルギー会社の事業
内容の一つである地域新電
力事業について、平成２８年
４月１日より公共施設への
電力供給が開始されてい
る。平成２８年度以降は、家
庭や事務所、店舗等へ地域
内の電力を活用した電力供
給を行い電力の地産地消・
売り上げを拡大し、また、熱
供給事業等他の事業につい
ても事業実現させ、地域内
資金循環の拡大に努めるこ
ととされている。

経済戦略課

⑤農商工連携・６
次産業化の推進

○経済活動のグローバル化などによ
り産業構造の変化が急速に進んでお
り、１次産業の衰退、中小小売業など
の売上低下、大手小売業者の地方進
出やネット通販などの隆盛による市外
への資金流出などの傾向が見られる
中で、農林水産業就業者自らが加工・
製造・流通・販売まで主体的に取り組
む６次産業化や農林水産業と商業・工
業が連携して商品開発などに取り組
む農商工連携による新たな産業の創
出が求められています。

⇒意欲ある農林水産業者、商工業者等の掘
り起こし・取組促進のため、関係者（市関係
各課、県、農協、商工会議所、地銀、若手農
業者の団体等）からの情報収集を図り、ま
た、商品の販路拡大のため、商品ごとに
ターゲットを絞った販路開拓などへの支援を
行うことにより、引き続き、農商工連携・6次
産業化を推進します。

農商工連携・６次産業化の
取組を進める事業者・生産
者を対象に、その取組の隘
路となっている販路開拓を
支援するため、商談会等に
係る経費を補助する制度を
創設した。

■新規の農商工連携・6次
産業化の取組件数《累計》
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、１７件（平成２３年度～平
成２６年度累計：７件）

７件
※平成２７年度：実績なし

Ｃ 引き続き、関係団体と密な
連携を図り、補助制度の周
知、取組事業者ごとに販路
開拓や許認可取得への支
援を行うこととしている。

経済戦略課

⑥地域おこし協
力隊の活用によ
る農産物加工品
開発・販路開拓へ
の支援

○農家における農産物の加工品開
発・販路開拓については、今後の農家
のあり方として、また、農業経営の安
定化の面で必要な取組になっていま
すが、米子市の特産品である白ねぎ
は、調理レシピは数多くあるものの加
工品は少ないなど、一定のノウハウを
必要とする農産物の加工品開発や販
路開拓は容易には進んでいないこと
から、農家の取組を支援することが求
められています。

⇒国の地域おこし協力隊制度を活用するこ
とにより、農家の加工品開発や販路拡大を
地域と連携しながら支援します。

- ■地域おこし協力隊を活用
し、新たに加工品の開発、
販路の開拓・拡大に至った
数《累計》
⇒平成３０年度までに、５件

- Ｘ （参考）
農産物の加工品開発や販
路拡大については、農業経
営の向上や安定化のために
有効な取組であると農業者
に理解していただくことが肝
要であると考え、まずは、引
き続き、６次産業化に関する
既存制度や関係機関等との
協力体制などについて、更
に周知、支援を進め、農家
の経営意欲の向上などを
図っていくこととしている。
なお、地域おこし協力隊など
の人材を活用した支援策に
ついては、引き続き、研究す
ることとしている。

農林課

■パワーブランドを構築する
ための説明会及び研修会の
開催件数《累計》
⇒平成２８年度・平成２９年
度において、６回

- Ｘ 観光課

■パワーブランドを構築する
ための共同ＰＲ事業の実施
回数《累計》
⇒平成３０年度において、４
回

- Ｘ 観光課

①「大山ブランド」
パワーブランド化
戦略の推進

○県西部圏域は、大山に代表される
自然豊かな観光資源や食資源の宝庫
ですが、全国的な知名度は高くないの
が現状であり、圏域の知名度を上げる
ことが大きな課題です。本市にも、「大
山」をその名称に冠する民間企業が
多数所在し、圏域の知名度の向上に
は、これらの民間企業と連携した「大
山ブランド」のパワーブランド化が期待
されます。

⇒当該民間企業の販売戦略と県西部圏域
の市町村が協調し、統一的なブランドイメー
ジを構築し、官民が一体となって情報発信
の取組を推進する「大山ブランド」パワーブ
ランド化戦略を策定し、推進します。

-

Ⅰ　しごと
を守り生み
出す元気
なまち米子

～経済の
活性化を
図り、安定
した雇用を
創出します
～

4　産学金
官連携そ
の他多様
な連携に
よる新事
業・新産業
の創出促
進

5　「大山
山麓の恵
み届けま
す！」ブラ
ンド化戦略
の推進

（参考）
平成２８年度は、西部圏域
の特産物、商品等の展示、
販売及び誘客プロモーショ
ンを行う大山ワンダーを首
都圏、県外、県内３箇所で実
施し、また、西部圏域の情報
発信番組を制作し、テレビ放
映及びラジオ放送を実施す
ると共に地域プロモーション
用映像等の制作を行うことと
している。
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5　「大山
山麓の恵
み届けま
す！」ブラ
ンド化戦略
の推進

②淀江地域の農
水産物特産品の
情報発信と販路
拡大

○淀江地域には、名水「天の真名井」
に代表される大山の恵を受ける素晴
らしい農水産物があります。とりわけ
水産物では、若い漁師により、淀江漁
港の活性化のため、「大山寒さわら」
（仮称）の特産品化への取組があり、
また、移住して漁業に取り組む者もあ
ります。しかしながら、農水産物の全
国的な知名度が低いことや農家・漁師
の収入の安定が課題となっています。
このような中で、淀江地域で頑張る若
い農家・漁師の農水産物の特産品（地
域ブランド）化への取組を支援するこ
とにより、農水産物特産品の情報発信
（ＰＲ）と販路拡大を図り、農業・水産
業への就業促進と農家・漁師の所得
向上、あるいは移住者の定住につな
げていくことが求められています。

⇒淀江地域の農水産物特産品の情報発信
と販路拡大のため、都市部での生産者が行
うプレゼンテーション（ＰＲ）活動を支援し、農
水産物の特産品（地域ブランド）化による収
入の安定・地域産業の振興・移住者の定住
促進を図ります。

淀江地域の農水産物特産
品の情報発信と販路拡大を
図るため、次のイベントの出
店者に対して支援した。
①山陰米子がいなもんを楽
しむ会（プレゼンテーション）
・開催日：平成27年11月13
日（金）
・場所：とっとり・おかやま新
橋館（東京都）
・内容；淀江漁港で水揚され
る淀江寒鰆の紹介（プロ
モーション動画等）・試食会。
②山陰米子がいなもんフェ
アー
・開催日：平成27年11月14
日（土）～11月20日（金）
・場所：都内飲食店（３店舗）
・内容：寒鰆を使用した料理
を提供。
また、市として以下のイベン
トを開催した。
○「淀江がいな鰆」と「富田
米」の試食会
・開催日：平成27年12月9日
（水）
・場所：白鳳の里
・内容：米子市の飲食関係・
宿泊関係者を招いて「鰆」と
「米」の試食会を開催。

■淀江地域の特産品（地域
ブランド）化数
⇒平成２８年度において、２
品

※鰆については、イベントの
参加者から、特産品として一
定の評価をいただいたが、
取り扱っていただくまでには
至っていない。

Ｂ 今後も、淀江地域の農水産
物特産品の情報発信と販路
拡大及び生産者の意欲向
上の観点から効果的な取組
への支援を行うこととし、
「鰆」については、都市圏に
おいて、また、「米」について
は地元地域での消費拡大に
向けて取り組み、特産品とし
ての評価が得られるよう努
めることとしている。

よどえまちづく
り推進室

①女性の再就労
につながる専門
職資格の取得促
進（人材確保策の
観点含む）

○女性が出産・育児のため離職した
後、再就労を希望しても困難な状況が
ある中で、少子高齢化や労働人口の
減少により、女性の就労の促進が人
材確保の観点からも重要となってお
り、再就労に向け職業能力の向上に
頑張る女性への応援が求められてい
ます。

⇒女性の再就労につながる専門職資格（厚
生労働大臣が指定する教育訓練講座などを
経て取得する国家資格、公的資格又は民間
資格）の取得を促進するため、その取得費
用を助成します。

- ■女性の再就労のための専
門職資格取得助成金交付
人数《累計》
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、１２０人

- Ｘ (参考）
平成２８年６月に「米子市女
性の専門職資格取得助成
事業補助金」を創設し、今
後、女性の再就労につなが
る専門職資格の取得の促進
を図ることとしている。

男女共同参画
推進課

②女性の再就労
を支援する情報
提供の強化

○出産を契機に離職する女性が多い
中、子育て環境が安定して再就労を
希望しても、元の職場に復帰すること
が難しい状況があり、一方で、今後、
少子高齢化の進展に伴う働き手の減
少が見込まれている中で、企業にお
ける人材確保には、女性の再就労が
欠かせないものとなりつつあります。こ
のような中で、女性の再就労を支援
し、就労機会の拡大を図ることが求め
られており、そのためには、市の取組
の情報に加え、関係行政機関による
就職に関する相談、セミナー情報など
の提供、スキルアップのための研修・
助成、仕事の紹介、育休、産休代替
職員の紹介、保育施設の情報、企業
への助成情報など各種の支援情報の
提供をこれまで以上に推進していく必
要があります。

⇒本市の広報手段を活用し、関係行政機関
の「マザーズハローワーク」、「レディース仕
事ぷらざ米子」などによる女性の再就労を
支援する情報提供を強化します。

「レディーズ仕事ぷらざ米
子」「ハローワーク米子マ
ザーズコーナー」が主催する
就職応援セミナーについて、
チラシ及び市ホームページ
で情報提供を行った。
情報提供を行ったセミナー
の件数　２９件

■女性の再就労を支援する
情報の広報
⇒関係行政機関と連携し、
市報、市ホームページなど
による広報を強化します。

今後、関係機関から依頼が
あったものに加え、関係機
関の発信する情報の中か
ら、女性の就労等に有益な
情報については、市のホー
ムページに積極的に掲載
し、情報発信の強化を図るこ
ととした。

Ａ 引き続き、関係行政機関と
連携し、女性の就労等に有
益な情報について積極的に
市ホームページなどに掲載
するなど、情報提供の強化
に取り組むこととしている。
なお、平成２８年度からは市
報での情報発信にも取り組
むこととしている。

商工課

6　頑張る
女性の再
就労の支
援

Ⅰ　しごと
を守り生み
出す元気
なまち米子

～経済の
活性化を
図り、安定
した雇用を
創出します
～
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①いつまでも若々
しく活躍する高齢
者等の元気づくり
の促進

○少子高齢化が進展する中で、若い
世代が安心して結婚・子育てができる
よう、三世帯同居や近居で相談に乗
り、孫の面倒を見るなど若い世代を支
える高齢者、そして、健康で趣味や地
域活動などに生きがいを感じる高齢
者のように、いつまでも若々しく活躍
する高齢者等の元気づくりが重要と
なっています。また、高齢化に伴う介
護保険給付費の増加や医療保険の
増加への対応として、高齢者等の元
気づくりは、今後、団塊の世代が後期
高齢者になる時代を迎える中で、より
重要となっています。

⇒高齢者等自らが日々のウォーキング、サ
イクリングなどで元気づくりに取り組むよう、
市報・市ホームページで啓発するとともに、
「いつまでも若々しく活躍する高齢者等の元
気づくり教室」を開催し、健康運動指導士に
よるマシントレーニングやラダーウォーキン
グにより、高齢者等の体力の維持・向上を
図ります。

※「ラダーウォーキング」とは、限られたス
ペースを持つ枠の連続である「ラダー」を出
入りしながら、多様な歩行やステップを経験
する中で、中高齢者に必要な日常生活活動
能力（歩行能力等）の改善を図るための運
動。

「いつまでも若々しく活躍す
る高齢者等の元気づくり教
室」を開催し、健康運動指導
士によるマシントレーニング
やラダーウォーキングを行
い、高齢者等の体力の維
持・向上を図ることができ
た。

(参考）
開催回数：１８回

■いつまでも若々しく活躍す
る高齢者等の元気づくり教
室参加者人数《累計》
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、１，３８０人

２５７人 Ｂ 「鳥取県地域の健康寿命
アップ促進事業補助金」を活
用し、平成２８年度も引き続
き当該教室を開催することと
している。
なお、その内容として、普段
の生活の中に取り入れやす
い運動を検討することとして
いる。

健康対策課

■健康づくり地域サポーター
数
⇒５年後（平成３１年度）にお
いて、４００人（平成２６年度：
３３７人）

３０６人 Ｃ 研修によりスキルアップは図
られているが、地域によって
人数に偏在があること、また
サポーター自身の高齢化が
課題であることから、新規サ
ポーターの獲得及び活動の
充実を図るため、地域のサ
ポーター部会において包括
支援センターが連携協力し
て地域への声掛けに努める
こととしている。

長寿社会課

■体操実践会場数（健康づ
くり・やって未来や塾）
⇒５年後（平成３１年度）にお
いて、３９会場（平成２６年
度：２７会場）

２３会場 Ｃ 引き続き、健康運動指導士
等の関与を高め、体操を魅
力あるものにし、継続的な活
動に繋がるよう努めることと
している。また、参加者数を
含め、実施会場の増加に向
けて、ふれあいいきいきサロ
ンでの試行実施や、地域で
の介護予防教室等で住民の
意識を高め、包括支援セン
ターと協力してキーマンの発
掘と立上げ支援に努めるこ
ととしている。

長寿社会課

③買い物弱者へ
の支援に向けた
仕組みづくり

○我が国では、少子高齢化や過疎化
等の社会情勢の大きな変化に伴い、
小売店舗や交通機関等の日常生活に
不可欠な生活インフラが弱体化し、い
わゆる買い物弱者が発生している地
域があると言われています。国におい
ては、このような買物弱者の問題を解
決するためには、流通事業者や地方
自治体等の地域の主体が連携して対
応する事業（宅配、移動販売、地域の
コミュニティ活動との連携等）が実施さ
れることが重要との考えが示されてい
ます。本市は、比較的、交通インフラ
は維持されているものの、小売店舗の
閉店が進む地域もあり、独居あるいは
高齢者のみの世帯を中心に日々の買
い物に不便を感じている者が存在して
いるものと見受けられ、このような中
で、宅配、配食等のサービスを行う事
業者も増えていますが、高齢化の進
展により、今後、買い物弱者の増加が
見込まれることから、買い物弱者への
支援に向けた仕組みづくりが求められ
ています。

⇒買い物弱者の実態・必要な支援を把握す
るとともに、民間で行われている移動販売、
宅配など買い物支援に利用できる資源を調
査します。その結果に基づき必要な支援を
検討し、可能な地域で「買い物支援モデル
事業」を実施します。

- ■買い物支援モデル事業実
施地域数
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、５地域

- Ｘ （参考）
今後、どのような買い物支
援が必要とされているか、住
民と行政が共に考えなが
ら、必要な支援に向け検討
を進めることとしている。
なお、平成２７年度は、中心
市街地における大型店舗の
撤退を受けて、緊急的に、
店舗周辺の高齢者世帯に対
して、買い物に関するアン
ケート調査を実施したところ
である。

長寿社会課

健康寿命の延伸に向け、次
の事業を実施した。
①健康づくり地域サポーター
・市が主催した、サポーター
要請のための基礎研修とス
キルアップ研修、また、県主
催のご当地体操研修会にサ
ポーターと共に市も参加し
た。
②「よなＧＯ！ＧＯ！体操」
・公民館の健康講座、保健
推進員研修会等での実施
や、サポーターによる各地
域のサロン活動、公民館祭
等での実践により普及を
行った。
③「健康づくり・やって未来
や塾」
・健康運動指導士を派遣し、
自主活動が継続するよう、
運動メニューのひとつとして
「よなＧＯ！ＧＯ！体操」等の
効果的な実施方法を指導し
た。

○平均寿命の延びに伴い、健康寿命
との差が開くことにより、介護保険要
支援・要介護認定者が増加傾向にあ
り、また、介護予防への取組が必ずし
も十分とは言えないことから、早い時
期からの介護保険サービスの利用も
増え、介護給付費の増大を招いてい
ます。これらのことから、高齢者等の
家庭や地域での活躍を促進する観点
からも、健康寿命の延伸に向けた事
業を展開していく必要があります。

②健康寿命の延
伸に向けた事業
展開

7　いつま
でも若々し
い高齢者
等の活躍
の促進

⇒引き続き、平均４歳の若返りへの期待が
実証されている「よなＧＯ！ＧＯ！体操」の更
なる普及に、その活動により仲間づくり、社
会参加の促進、地域での連携を期待できる
「健康づくり地域サポーター（よなＧＯ！Ｇ
Ｏ！体操普及員）」の養成を図りつつ取り組
みます。また、「よなＧＯ！ＧＯ！体操」も活
用した市民の自主的な活動である「健康づく
り・やって未来や塾」を支援します。

Ⅰ　しごと
を守り生み
出す元気
なまち米子

～経済の
活性化を
図り、安定
した雇用を
創出します
～

6



Ｄｏ Ａｃｔｉｏｎ
政策分野 施策分野 平成２７年度の取組内容 ＫＰＩの目標 ＫＰＩの実績 評価区分 見直し等の方向性

Ｐｌａｎ
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所管課

8　きらりと
輝くＮＰＯ、
市民団体
等の活躍
の促進

①まちづくり活動
支援交付金の拡
充（地方創生枠の
創設）

○本市は、市民団体などの主体的・継
続的なまちづくりへの取組を促進する
ため、「まちづくり活動支援交付金」に
より、その活動を支援しています。平
成２６年に「まち・ひと・しごと創生法」
が制定され、国・都道府県・市町村
は、少子高齢化の進展に伴う人口減
少対策、少子化対策など、いわゆる地
方創生に取り組むこととされました。
地方創生は、国民全体の大きな課題
であり、市民団体など多様な主体とも
連携・協力しながら取り組んでいく必
要があることから、市民団体等のさら
なる活躍が期待されます。

⇒まちづくり活動支援交付金において地方
創生枠（子育て支援に関するもの、その活
動が高齢者を中心とするもののほか、地方
創生の推進に特に資する活動を優遇）を創
設し、拡充することにより、市民団体等の活
躍をさらに促進します。

市民団体などの主体的・継
続的なまちづくりへの取組を
促進するため、「まちづくり活
動支援交付金」による支援
を実施した。
・応募期間：平成２７年５月１
日～５月２９日
・申請団体：６団体
・審査会（プレゼンテーショ
ン）開催し、交付決定団体を
選定した。

■まちづくり活動支援交付
金交付決定団体数《年間》
⇒５年後（平成３１年度）にお
いて、１７件（平成２６年度：９
件）

５団体 Ｃ 引き続き、「まちづくり活動支
援交付金」による支援を実
施し、市民団体等の活躍を
促進することとしており、今
後、地方創生枠（子育て支
援に関するもの、その活動
が高齢者を中心とするもの
のほか、地方創生の推進に
特に資する活動）を創設する
ことで、更なる促進を図るこ
ととしている。

市民自治推進
課

- ■アクティブ・シニアの人材
活用のあり方の検討
⇒早期に検討し、米子市版
ＣＣＲＣの推進を図ります。

Ⅰ　しごと
を守り生み
出す元気
なまち米子

～経済の
活性化を
図り、安定
した雇用を
創出します
～

7　いつま
でも若々し
い高齢者
等の活躍
の促進

④米子市版ＣＣＲ
Ｃの推進に向け
た取組（本市在住
者を含めたアク
ティブ・シニアの
人材活用の推進
とその移住定住
施策との連携）

○国は、地方移住の一環として、アク
ティブ・シニアが退職後に地方へ移住
する「日本版ＣＣＲＣ」を検討し、モデル
事業の実施を経て全国展開するとし
ています。本市は、医療・介護の環境
が全国平均に比較して充実しており、
ＣＣＲＣを推進していく適地であるとの
評価も一部にありますが、高齢化の進
展により今後さらに医療費・介護費の
財政負担の増加が見込まれる中で
「日本版ＣＣＲＣ」により将来高齢者と
なるアクティブ・シニアの移住を受け入
れていくことには、国による財政措置
を含む具体的な制度設計を見定め、
そのメリット・デメリットの総合的な判断
が必要とされます。アクティブ・シニア
の地方移住は、人口減少対策、優良
な技術者の企業への人材供給などが
期待されますが、一方で、現に本市に
在住するアクティブ・シニアの人材活
用も重要であり、移住施策である「日
本版ＣＣＲＣ」にかかわらず、本市在住
者を含むアクティブ・シニアの人材活
用の検討が必要です。

※「ＣＣＲＣ（Continuing Care
Retirement Community）」は、都会の
高齢者が地方に移り住み、健康状態
に応じた継続的なケア環境の下で、自
立した社会生活を送ることができるよ
うな地域共同体。

⇒米子市版ＣＣＲＣの推進に向けた取組とし
て、本市在住者を含めたアクティブ・シニア
の人材活用のあり方をハローワーク、県（技
術人材バンク・シニアバンク）、シルバー人
材センターなどの取組との連携を踏まえ検
討し、推進するとともに、別途整備することと
している移住者向けの空き家情報バンクな
ど移住定住施策との連携を図ります。なお、
「日本版ＣＣＲＣ」については、国・県のモデ
ル事業のほか他都市の取組事例、国による
財政措置を含む具体的な制度設計の動向
に関し研究を進めつつ、本市への適用可能
性について適切な時期に判断します。

- Ｘ （参考）
アクティブ・シニアの人材活
用のあり方の検討及び移住
定住施策との連携について
は、今後、まず、関係機関・
関係部署が行う高齢者雇
用、ボランティア促進等の施
策の情報の集約を図り、こ
れを他の移住定住施策の情
報とともに移住者等に提供
する仕組みを構築していくこ
ととしている。
なお、「日本版ＣＣＲＣ（生涯
活躍のまち）」の本市への適
用可能性については、当
面、平成２８年度から国が実
施するモデル事業（全国７箇
所：岩手県雫石町、新潟県
南魚沼市、石川県輪島市、
山梨県都留市、長野県佐久
市、鳥取県南部町、北九州
市）の取組を参考に研究す
ることとしている。

地方創生推進
課

7
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8　きらりと
輝くＮＰＯ、
市民団体
等の活躍
の促進

②移住者支援を
目的とする組織・
団体の設立に向
けた取組

○県内他市町村では、地域住民等が
ＮＰＯ等を設立し、空き家の掘り起こ
し・提供や地域住民とのマッチングな
ど地域に密着した移住定住を促進す
る活動を行っており、移住者の受け入
れと定着に大きな役割を果たしていま
す。本市においてもこうした団体等の
設立を促進するとともに活動を支援
し、連携して移住定住を推進すること
が必要です。

⇒移住希望者や移住者の受入を支援する
地域組織・団体の設立を促進し、その活動
を支援します。

- ■移住者支援を目的とする
組織・団体の設立数
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、１団体

- Ｘ （参考）
今後、移住者・移住希望者・
移住支援者の交流会を開催
することなどにより、移住者
支援を目的とする組織・団体
の設立に向けた気運の醸成
を図ることとしている。

地方創生推進
課

①認定農業者・新
規就農者・親元就
農者など多様な
担い手の育成・確
保

○農家の高齢化や後継者不足、農産
物の価格の低迷や荒廃農地の増加
の問題など農業を取り巻く環境は引き
続き厳しい状況にあり、今後、農業を
持続的に発展させ、次世代につない
でいくためには、多様な担い手を育
成・確保する必要があります。

⇒引き続き、既存の関係事業（主に国・県事
業）を着実に実施することにより、認定農業
者・新規就農者・親元就農者など多様な担
い手を育成・確保します。

※「既存の関係事業」は、経営所得安定対
策における直接支払い交付金事業・収入減
少影響緩和加算、融資制度、がんばる農家
プラン事業、青年就農給付金、就農条件整
備事業、就農応援交付金、親元就農促進支
援交付金、担い手規模拡大事業費補助金
など

認定農業者・新規就農者・
親元就農者など多様な担い
手を育成・確保するため、既
存の関係事業の適切な実施
を行った。

■農業の多様な担い手の数
《累計》
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、１７９経営体（平成５年度
～平成２６年度累計：１２９経
営体）

１３０経営体
※平成２７年度：１経営体

Ｃ 引き続き、既存の関係事業
の適切な実施を行うことで、
多様な担い手の確保に努め
ることとしている。
特に、認定農業者が減少傾
向にあるため、減少を抑制
し、新たな認定農業者の確
保に努めていくこととしてい
る。

農林課

②移住定住を伴
う就農に対する総
合的支援（情報発
信、環境整備、就
農条件整備等）

○農業の後継者不足や高齢化への
対応は、地域農業の活性化を図る上
で大きな課題となっており、農業の多
様な担い手づくりの一環として、移住
定住による就農の促進が求められて
います。その促進に当たっては、移住
定住を伴う就農を促す情報発信、新
規就農者の環境整備、就農条件整備
などが必要とされます。

⇒移住定住を伴う就農に対する総合支援と
して、移住定住を伴う就農を促す情報発信
を行うとともに、新規就農者の住居及び作業
小屋を確保する環境整備、また、就農応援
交付金の拡充による経済的支援など就農条
件整備等を行います。

新規就農者を呼び込むため
のパンフレットを作成し、鳥
取県ＩＪＵターンBIG相談会で
配布するなど、積極的な情
報発信を行った。
なお、環境整備や就農応援
交付金の拡充などによる定
住支援については、事業実
施対象者がなかったため実
施しなかった。

■移住定住（ＵＩＪターン）に
よる新規就農者《累計》
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、４２人（平成２３年度～平
成２６年度累計：２２人）

２３人
※平成２７年度：１人

Ｃ 引き続き、移住定住を伴う就
農を促進するため、平成２７
年度に作成したパンフレット
を活用するなど、情報発信
に取り組むこととしている。
新規就農者の環境整備、就
農条件整備については、平
成２８年度から鳥取県の支
援事業のうち、機械・施設の
整備事業が拡充されたた
め、まずは国・県の支援制
度の活用を進めることとして
いる。

農林課

■お試し「農的生活」の体験
者（世帯）数《累計》
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、１６世帯

- Ｘ - 農林課

■お試し「農的生活」の体験
者（世帯）のうち移住に結び
ついた数《累計》
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、８世帯

- Ｘ - 農林課

③お試し「農的生
活」の支援（住居
と農地の提供）

○農業の後継者不足や高齢化によ
り、農業の多様な担い手づくりや荒廃
農地の問題への対応が課題となって
いる中、都会で住む人の中には、田舎
で農業をしながらスローライフを営み
たいと考える者があることから、本市
における農的なスローライフのメ
ニューを提供し、新規就農の可能性、
農地の有効活用につなげていく必要
があります。

⇒都市圏等の農的なスローライフを求める
者に対し、住居と農地の提供及び営農指導
をセットにした農的生活の支援制度を構築
し、お試し「農的生活」を支援します。

-

9　次世代
へつなぐ
農業の多
様な担い
手づくり

Ⅰ　しごと
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出す元気
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④小中学生など
に対する農業体
験機会の提供

○農業の後継者不足や高齢化への
対応は、地域農業の活性化を図る上
で大きな課題となっており、農業の多
様な担い手づくりの一環として、小中
学生を中心とした若い世代に農業に
関心を持ってもらい、将来の農業従事
者の育成につなげていくことが求めら
れています。また、近年、周辺に農地
が少ない地域の子供たちを中心に、
農業や農作物にふれる機会が少なく
なっているものと見られ、農業や農作
物への意識付けが、食育の観点から
も必要となっています。

⇒地域において農作業体験を実施する団体
を支援することにより、小中学生などに対す
る農業体験機会を提供します。

- ■農作業体験を実施した団
体数《累計》
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、３０団体

- Ｘ （参考）
地域において農作業体験を
実施する団体を支援するこ
とにより、小中学生などに対
する農業体験機会を提供す
ることとしているが、まずは、
多くの小中学生が農作業体
験を受けやすい環境づくりに
努めることとしている。

農林課
教育総務課

⑤弓浜地域にお
ける農業基盤整
備に向けた取組

○弓浜地域の畑作地帯は野菜等の
生産地として、主に白ねぎ、にんじん、
葉たばこ等の生産が行われています
が、全体的にほ場一区画が小さく、農
業基盤整備が進んでいないことから
規模拡大が難しく、担い手不足と相
まって、荒廃農地が多数発生してお
り、担い手の確保、荒廃農地の解消
が課題となっています。

⇒弓浜地域の農地の再生及び荒廃農地の
解消を目指し、農業基盤整備に向けた調査
検討を行い、その結果に基づき、農業基盤
整備の事業化を図ります。

平成２７年度は、まず、農業
基盤整備に向けた調査検討
の参考とするため、モデル
圃場を検討し、その圃場に
おいて基盤整備を実施する
場合の概算事業費の見積を
徴取した。

■弓浜地域の農業基盤整
備の調査検討
⇒早期に結論を得ます。

調査検討の参考となる見積
書の徴取。

Ｂ 今後は、事業費を精査し、地
元負担を軽減するための手
法の検討を行い、また、地元
に理解を求めていくための
体制作りを進めていく必要
があり、引き続き、事業化に
向けた調査・検討を行うこと
としている。

農林課

■移住セミナー参加者数
⇒平成２７年度において、１
００人

６３人 Ｃ 地方創生推進
課

■移住体験ツアー参加者数
⇒平成２７年度において、２
０人

１０人 Ｃ 地方創生推進
課

①移住定住に係
る情報発信の強
化

○平成２６年に国が実施した東京在
住者の移住意向調査では、都市在住
者の田舎暮らしやふるさと回帰志向が
高まっているとされており、このような
状況を好機ととらえ、東京のほか都市
圏等県外に向けた移住定住に係る情
報発信をさらに強化する必要がありま
す。

⇒都市圏等県外に向けた移住定住に係る
情報発信を強化します。（移住セミナー・移
住体験ツアーの実施）

地方創生先行型交付金を活
用し、次のとおり事業を実施
した。参加者へのアンケート
調査では、９組１５人が本格
的に移住を検討してみたい
との結果が得られた。

①セミナー＆交流会（第１
回：Ｈ２７年９月２６日、第２
回：平成２７年１１月１４日、
於：東京）
上記のイベント広報（チラシ：
２，０００部、ポスター：１００
部、その他Ｗｅｂ、雑誌記事
など）

②移住体験ツアー
・移住体験ツアーへの参加
促進のためのワークショップ
（東京：平成２８年２月６日、
大阪：平成２８年２月２０）
・移住体験ツアー（平成２８
年３月５日～６日）
上記のイベント広報（メール
マガジン、チラシ配布、ＳＮＳ
など）

9　次世代
へつなぐ
農業の多
様な担い
手づくり

1　移住定
住「ヨナゴ
Ｙターンプ
ロジェクト」
の推進

Ⅰ　しごと
を守り生み
出す元気
なまち米子

～経済の
活性化を
図り、安定
した雇用を
創出します
～

Ⅱ　ひとを
呼ぶ魅力
あるまち米
子

～移住定
住の促進・
人口流出
の抑制・魅
力あるまち
づくりの推
進を図り、
新しい人
の流れを
つくります
～

平成２７年度の取組は、地
方創生先行型交付金を活用
し、単年度の取組として計画
したものであることから、当
面は同様の取組の実施を予
定していない。
今後は、移住セミナー等の
参加者に対し、移住促進の
フォローアップに努めるとと
もに、移住定住相談員によ
るきめ細かな相談対応、移
住体験施設である「お試し住
宅」の利用促進、（公財）ふ
るさと鳥取県定住機構が開
催する東京・大阪での各種
相談会への参加、ホーム
ページ等による市の魅力・
暮らしやすさの情報発信な
どの既存施策に加え、新た
に、移住者・移住希望者・移
住支援者の交流会の開催
や新たな移住者支援施策
（移住者向けの空き家情報
バンクの設置及び住宅取得
支援制度の創設）を実施す
ることにより、さらに移住定
住促進を図ることとしてい
る。

9



Ｄｏ Ａｃｔｉｏｎ
政策分野 施策分野 平成２７年度の取組内容 ＫＰＩの目標 ＫＰＩの実績 評価区分 見直し等の方向性

Ｐｌａｎ
施策

Ｃｈｅｃｋ
所管課

②移住者からの
相談窓口のワン
ストップ化ときめ
細かな生活情報
の提供

○本市への移住の促進と移住後の定
着につなげるため、移住希望者や移
住者から寄せられる様々な相談に対
して、ワンストップで対応する窓口と、
関係部署・関係機関との連携体制を
構築する必要があります。

⇒移住者からの本市で生活する上での様々
な相談に対応するワンストップサービス体制
を構築するとともに、きめ細かな生活情報を
提供します。

「米子市移住定住相談窓
口」において、移住定住相談
員を中心に、移住希望者か
らの就職、子育て、医療、高
齢者サービス、住宅などに
関する相談への対応、その
他生活情報の提供をワンス
トップサービスで行うよう、随
時、関係部署・関係機関との
連携を図った。

■移住希望者及び移住者
からの相談件数《年間》
⇒５年後（平成３１年度）にお
いて、３００件（平成２６年度：
１０２件）

２９２件
（内訳）
・窓口での新規相談件数：１
３７件
・イベントでの新規相談件
数：１３７件
・継続相談件数：１８件

Ａ 引き続き、ワンストップサー
ビスよる移住者からの相談
への対応、きめ細かな生活
情報の提供に努めることとし
ている。

地方創生推進
課

③移住希望者に
対する住宅情報
の提供（空き家情
報バンクの整備）

○移住希望者のニーズが高い一戸建
て等の借家・売家の情報をインター
ネット等で移住希望者に広く提供する
ことで、移住定住の実現性を高める必
要があります。

⇒空き家情報バンクを整備・運営することに
より、活用可能な空き家の掘り起こしを行
い、移住定住相談で活用するとともに移住
定住専用サイト等で全国に情報発信しま
す。

- ■空き家バンク登録物件に
移住した件数《累計》
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、４０件

- Ｘ （参考）
平成２８年６月に「移住者向
け空き家情報バンク」を制度
化し、今後、空き家情報バン
クへの登録の促進を図るこ
ととしている。

地方創生推進
課

④お試し住宅の
利用促進

○平成２６年度から「お試し住宅（移住
体験住宅）」を3棟運営していますが、
さらに利用者数の増加を図り、本市へ
の移住定住を推進する必要がありま
す。

⇒お試し住宅の利用促進に資する情報発
信と利用者のアンケート等に基づく機能の
充実・強化を図り、本市への移住定住を推
進します。

お試し住宅の情報発信とし
て、ふるさと納税の返礼品
の送付の際に案内チラシを
同封し、また、移住相談会等
で積極的にＰＲした。
なお、お試し住宅の利用者
へのアンケートの実施結果
では概ね好評であり、現時
点において直ちに機能の充
実や強化を図るべき点は認
められなかった。

■お試し住宅利用率《年間》
⇒５年後（平成３１年度）にお
いて、７０％（平成２６年度
２ヶ月分：４４．６%）

６０.1％

（参考）利用者数
平成２７年度：８８人

Ａ 引き続き、お試し住宅の情
報発信に努めるとともに、ア
ンケートも継続し、利用者の
意見を今後のお試し住宅の
運営に活かしていくこととし
ている。

地方創生推進
課

⑤県外からの移
住者に対する住
宅取得等経費の
助成

○本市では、移住者の移住を経済的
に支援する制度がなく、移住希望者に
対するインセンティブ（動機付けするも
の）が不足しています。他都市におい
ては、移住者の移住に要する費用負
担を軽減するなどの助成制度があり、
本市においても助成制度の創設が必
要です。

⇒移住者の住宅取得や改修等に要する経
費への助成制度の創設（子育て世帯や三世
代同居などへの優遇を検討）により、本市へ
の移住定住の推進と移住者の定着を図りま
す。

- ■住宅取得等助成制度を利
用して移住した件数《累計》
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、４０件

- Ｘ （参考）
平成２８年６月に「県外移住
者に対する住宅取得支援制
度」を創設した。

地方創生推進
課

２　「若い
力募集
中！」若者
の人口流
出抑制と
学生等市
外転出者
のふるさと
回帰促進

①新規学卒者に
対する就職活動
支援（交通費助
成）・移住就労支
援（引越し費用助
成）

○本市においては、大学などへの進
学のため転出した若年者のふるさと
回帰が少ないため、若い世代におい
て大きな転出超過になっており、ま
た、地元企業も若年者の人材不足の
ため、生産性の向上などの取組が困
難になっています。このことから、本市
出身者のふるさと回帰を含め新規学
卒者の本市への移住就労につながる
就職活動への支援が求められていま
す。

⇒次に掲げる取組を行います。
ア　中海圏域の周辺都市（松江市・安来市・
境港市）と連携して実施する「合同就職ガイ
ダンス」への参加を促進するため、本市出身
者の参加に要する交通費相当額を助成しま
す。
イ　中海圏域の周辺都市（松江市・安来市・
境港市）と連携して運営する「中海圏域就職
ナビ」登録企業（本市内にある事務所・営業
所など）で実施するインターンシップに要す
る交通費相当額を助成します。
ウ　就労に伴う本市への転入者に対して引
越し費用相当額を助成します。

新規学卒者に対する就職活
動支援として、次に揚げる助
成制度を創設し、支援を行っ
た。
ア　「合同就職ガイダンス参
加支援金」
・「合同就職ガイダンス」へ
の参加を促進するため、本
市出身者の参加に要する交
通費相当額を助成。
・支給者：４人
・支給額：４４，０００円
イ　「中海圏域就職ナビ」登
録企業で実施するインター
ンシップに要する交通費相
当額を助成。
・実績なし
ウ　 「引越費用支援金」
・就労に伴う本市への転入
者に対して引越し費用相当
額を助成。
・支給者：５人
・支給額：１３５，０００円

■合同就職ガイダンスへの
本市出身者の参加数《年
間》
⇒５年後（平成３１年度）にお
いて、１４２人（平成２６年度：
４２人）

３６人 Ｃ 平成２７年度の制度利用実
績を踏まえ、事業継続の是
非について検討した結果、
大幅な改善・見直しが必要
であると判断したため、平成
２８年度から当該助成制度
は中止することとした。

商工課

1　移住定
住「ヨナゴ
Ｙターンプ
ロジェクト」
の推進

Ⅱ　ひとを
呼ぶ魅力
あるまち米
子

～移住定
住の促進・
人口流出
の抑制・魅
力あるまち
づくりの推
進を図り、
新しい人
の流れを
つくります
～

10



Ｄｏ Ａｃｔｉｏｎ
政策分野 施策分野 平成２７年度の取組内容 ＫＰＩの目標 ＫＰＩの実績 評価区分 見直し等の方向性

Ｐｌａｎ
施策

Ｃｈｅｃｋ
所管課

②新規学卒者に
対する移住就労
支援（奨学金利子
助成）

○本市においては、大学などへの進
学のために転出した若年者のふるさと
回帰が少ないため、若い世代におい
て大きな転出超過になっており、ま
た、地元企業も若年者の人材不足の
ため、生産性の向上などの取組が困
難になっています。このことから、本市
出身者のふるさと回帰を含め大学等
卒業者の本市への移住就労を促進し
ていくことが求められています。

⇒大学等卒業者の移住就労の支援として、
奨学金返還額の利子相当分を助成します。

大学等卒業者の移住就労
の支援として、奨学金返還
額の利子相当分を助成する
制度を創設し支援を行った。

■奨学金利子助成対象者
数（移住就労者数）《累計》
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、５５０人

１０人 Ｃ 引き続き、奨学金返還額の
利子相当分の助成を実施す
ることとしており、更なる周
知に努め、制度の利用促進
を図っていくこととしている。

商工課

③地元企業への
インターンシップ
受入の促進

○本市においては、大学などへの進
学のために転出した若年者のふるさと
回帰が少ないため、若い世代におい
て大きな転出超過になっており、ま
た、地元企業も若年者の人材不足の
ため、生産性の向上などの取組が困
難になっています。このことから、本市
出身の大学等卒業予定者の地元企
業への就労を促進していくことが求め
られており、このため、地元企業への
インターンシップ受入れの促進が必要
とされています。さらに、平成２６年度
から就職活動の解禁が３月に繰り上
げられ、活動期間が短くなったことに
よって、大学等卒業予定者が効率的
に就職活動することから、インターン
シップなどの情報発信の充実を図る
必要があります。

⇒次に掲げる取組を行います。
ア　地元企業に働きかけ、インターンシップ
実施企業を開拓します。
イ　本市出身の大学等卒業予定者に対し、
本市及び本市周辺の企業ニーズを含めたイ
ンターンシップ情報を中海圏域の周辺都市
（松江市・安来市・境港市）と連携して運営し
ている情報サイトで発信します。
ウ　県が実施する就業支援事業の周知を図
ります。

地元企業へのインターンシッ
プ受入を促進するため、次
の取組を行った。
ア　「中海圏域就職ナビ」登
録企業に働きかけ、インター
ンシップ実施を求めた。
イ　「中海圏域就職ナビ」に
登録し、本市に事業所を設
置している地元企業７７社に
対し、事業概要チラシを配布
し、インターンシップにおける
支援依頼を行った。
ウ　県が実施する就業支援
事業について広報誌やホー
ムページなどで周知した。

■インターンシップ実施企業
数（中海圏域）
⇒５年後（平成３１年度）にお
いて、５０社（平成２６年度：４
社）

２社 Ｃ 引き続き、インターンシップ
への受入れの重要性を地元
企業に伝えるとともに、働き
かけを継続することとしてい
る。

商工課

④本市職員採用
における本市出
身社会人Ｕターン
枠の創設

○人口減少抑制の一環として、大学
進学等により東京圏・関西圏を中心に
市外に転出した本市出身者のふるさ
と回帰（Ｕターン）を促進することが課
題となっており、今後、市内企業にお
ける本市出身者のＵターンにつながる
従業員採用への取組も期待されると
ころですが、市内の事業所の一つであ
る本市としても、率先して本市出身者
のＵターンにつながる職員採用に取り
組むことが求められています。

⇒培った社会人としての能力をふるさと米子
で発揮してもらうべく、本市職員採用におい
て、本市出身社会人Ｕターン枠を創設しま
す。

インターネット上の就職ナビ
ゲーションへの登録や地元
紙への広告の掲載のほか、
就職ナビが開催した転職セ
ミナー等に参加し情報収集
に努め、平成２７年９月中旬
の第一次試験から人物重視
による第四次試験まで実施
することにより新規採用する
ことができた。

■新たな社会人枠による採
用者数《累計》
⇒平成２９年度（翌年度４月
１日）までに、１５人程度

５人

（参考）社会人枠以外の新
規採用者数２７人
※事業計画当初では、社会
人経験のある東京など都会
に在住する本市出身者のＵ
ターンを目的としたが、幅広
く人材を確保する観点から、
Ｊターン者及びＩターン者も対
象とした。

Ａ 社会人枠以外の採用試験に
合わせ、受験資格である年
齢上限を29歳に設定した
が、本市職員の年齢構成等
を考慮し、年齢上限を上げ
るなどの検討を行うこととし
ている。

職員課

２　「若い
力募集
中！」若者
の人口流
出抑制と
学生等市
外転出者
のふるさと
回帰促進

Ⅱ　ひとを
呼ぶ魅力
あるまち米
子

～移住定
住の促進・
人口流出
の抑制・魅
力あるまち
づくりの推
進を図り、
新しい人
の流れを
つくります
～
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Ｄｏ Ａｃｔｉｏｎ
政策分野 施策分野 平成２７年度の取組内容 ＫＰＩの目標 ＫＰＩの実績 評価区分 見直し等の方向性

Ｐｌａｎ
施策

Ｃｈｅｃｋ
所管課

⑤高校新卒者の
就業・定着の促進

○県内では、高校新卒者が就職後、
早期に離職する割合（離職率）が３年
後４２．９％（平成２３年３月卒業。全
国：３９．６％）と全国に比較して高く、
１年後も２５．３％（平成２５年３月卒
業）と非常に高い値となっています。
早期離職の要因は、企業の人材育
成、また、本人の心理面など様々な課
題によるものであると思われますが、
高校卒業予定者への企業情報・就職
情報・労働関連情報の提供が十分で
なく、本人と企業との意識の間に
ギャップが存在していることも考えられ
ます。早期離職は、結果として市外へ
の転出による再就職の可能性を高め
ることから、高校新卒者の就業・定着
を促進することが求められています。

⇒高校卒業予定者に対する「働くことは大変
だけど楽しい！！講演会」を開催し、就労に
対する意識の向上を図るとともに、就業・定
着につながる各種情報を提供します。

- ■働くことは大変だけど楽し
い！！講演会参加者数《年
間》
⇒５年後（平成３１年度）にお
いて、２００人

- Ｘ （参考）
平成２８年度の事業実施に
向けて調整中である。

商工課

⑥都市圏等の高
等教育機関との
交流連携協定の
締結によるイン
ターンシップ受入
などの交流の推
進

○本市においては、大学などへの進
学のため転出した若年者のふるさと
回帰が少ないため、若い世代におい
て大きな転出超過になっており、これ
が地元企業における若年者の人材不
足にもつながっており、人材確保が課
題となっています。とりわけ、今後の高
齢化の進行により福祉系人材の確保
の必要性も一層高まっています。ま
た、本市は、地元大学などの高等教
育機関との連携に努めていますが、
今後、福祉分野の行政課題などに適
切に対応していくためには、福祉系の
大学・学部など都市圏等の高等教育
機関との連携も視野に入れていく必要
があります。

⇒本市出身者のふるさと回帰を含め学生の
移住就労の促進による福祉系人材の確保
や福祉分野の行政課題などへの対応に資
する福祉系の大学・学部など都市圏等の高
等教育機関と交流連携協定を締結し、学生
のインターンシップ受入のほか、市職員の短
期派遣研修、市の課題解決に向けた助言・
共同研究などの交流連携を推進します。な
お、現在、関西学院大学人間福祉学部との
交流連携協定締結を協議中です。

関西学院大学人間福祉学
部との交流連携協定を締結
した。

■都市圏等の高等教育機
関との交流連携協定の締結
⇒早期に交流連携協定を締
結します。

平成２７年１１月２９日に関
西学院大学人間福祉学部と
の連携協定調印済。

Ａ 今後、学生のインターンシッ
プ受入、大学教授による講
演会などの実施を予定して
いる。

職員課

３　郷土を
愛する「よ
なごっ子」
の人材育
成

①ふるさと米子の
先人に学ぶ郷土
資料による郷土
愛の醸成

○平成２６年の中央教育審議会答申
「道徳に係る教育課程の改善等につ
いて」において、道徳を特別教科とし、
検定教科書と併せて各地域に根ざし
た郷土資料などの多様な教材を活用
することの重要性が示されました。他
方、本市においては、大学などへの進
学のため都会などに転出し、地元以
外で就職する若者が多いことから、若
者の人口流出抑制を図っていくため、
子どもたちへの郷土愛の醸成を図る
必要があります。これらのことから、道
徳等の学習において郷土資料等を活
用し、子どもたちの道徳性をさらに養う
とともに、郷土愛の醸成により将来の
地元での就業・定着や大学等進学後
のふるさと回帰促進につなげていくこ
とが求められています。

⇒本市にゆかりのある先人の業績や本市の
発展に寄与した事業などを題材にした「ふる
さと米子の先人に学ぶ郷土資料」を作成し、
道徳等の教材として活用することにより、郷
土愛の醸成を図ります。

子どもたちの郷土愛の醸成
を図るため、『郷土資料集』
を編集、印刷し、市内小中学
校全児童生徒に配布し、道
徳等の教材として活用した。

■「ふるさと米子の先人に学
ぶ郷土資料」の作成数《累
計》
⇒５年後（平成３１年度）にお
いて、２７，０００部

１５，０００部

（内訳）
上巻（小学１～４年生用)
　７，０００部
下巻（小学５～中学３年生
用)
　８，０００部

Ａ 引き続き『郷土資料集』を道
徳、社会科、特別活動等の
学習に活用することで、子ど
もたちの郷土愛の醸成を
図っていくこととしている。
なお、平成２８年度は新小学
１年生、新小学５年生に配
布するため、２，８００部を増
刷することとしている。
《増刷内訳》
上巻（新小学１年生用）
　１，５００部
下巻（新小学５年生用）
　１，３００部

学校教育課

Ⅱ　ひとを
呼ぶ魅力
あるまち米
子

～移住定
住の促進・
人口流出
の抑制・魅
力あるまち
づくりの推
進を図り、
新しい人
の流れを
つくります
～

２　「若い
力募集
中！」若者
の人口流
出抑制と
学生等市
外転出者
のふるさと
回帰促進
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Ｄｏ Ａｃｔｉｏｎ
政策分野 施策分野 平成２７年度の取組内容 ＫＰＩの目標 ＫＰＩの実績 評価区分 見直し等の方向性

Ｐｌａｎ
施策

Ｃｈｅｃｋ
所管課

②小中学生向け
「米子で働く人か
ら学ぶ」講座の開
設

○本市においては、大学などへの進
学のため都会などに転出し、地元以
外で就職する若者が多いことから、若
者の人口流出抑制を図っていくことが
必要です。また、全国学力・学習状況
調査における中学校３年生への質問
紙調査では、将来の夢や目標の有
無、地域への関心度等の項目で、全
国平均よりも低い状況があります。本
市の小中学校においては、現場体験
も含めた職業・仕事に関する学習を
行っていますが、子どもたちに対し、
将来の地元での就業・定着や大学等
進学後のふるさと回帰につなげるた
め、さらに学習の機会を提供すること
が、郷土愛の醸成の観点を含めて必
要です。

⇒教職員に、希望する講座内容を聞き取っ
た上で、行政機関・民間企業・各種団体等
の協力を得て、それぞれの職場の仕事の概
要や職業観等を伝えていただくボランティア
講師を募り、小中学生向け「米子で働く人か
ら学ぶ」人材リストを作成し、小中学校にお
ける活用を促進します。講座は、段階的に
協力が得られる行政機関・民間企業・各種
団体等を増やすことにより、リスト化・メ
ニュー化を図り、学校が活用しやすいものと
します。

- ■小中学生向け「米子で働く
人から学ぶ」人材リスト（講
師）を活用した学校の割合
⇒５年後（平成３１年度）にお
いて、１００％

- Ｘ （参考）
平成２７年度は、人材リスト
作成の準備として、各中学
校に対して職場体験学習の
実態把握のためのアンケー
ト調査を実施し、各校の取組
内容や、人材リストの候補と
なる講師名などを聴取した。
今後、この調査結果をもと
に、ボランティア講師を選定
し、人材リスト化・メニュー化
を図ることとしている。

学校教育課

③子どもたちによ
る市の魅力の再
発見（自ら市内巡
りコースなどをプ
ロデュースするこ
とによる郷土愛の
醸成）

○本市では、大学進学や就職を契機
に都会など市外に転出する若い世代
が多く、人口減少抑制の観点から、若
者の市内への定着、または転出後の
Ｕターンを促進していくことが課題と
なっています。若者が都会などに進
学・就職したいと思う背景には、都会
など他の都市の魅力的な生活・雇用
あるいは夢の実現の機会などを希求
している面がある一方で、子どもたち
が大学進学や就職を迎えるまでに、
都会にはない本市の魅力を認識し、
本市に住み続けたいと思えるような郷
土愛の醸成を図る取組が不足してい
るとも考えられます。

⇒自ら市内巡りコースなどをプロデュースす
るなど、子どもたちに対し、大人たちが気づ
かない市の魅力を再発見する体験を「子ど
もが選ぶ米子の自慢」の作成を通じて提供
し、郷土愛の醸成につなげます。加えて、
「子どもが選ぶ米子の自慢」を活用し、再発
見した市の魅力を情報発信します。

- ■「子どもが選ぶ米子の自
慢」の参加人数
⇒平成２９年度において、１
００人

- Ｘ （参考）
平成２８年度に関係課と協
議し、今後の事業の推進方
法を検討することとしてい
る。

生涯学習課

４　中心市
街地の魅
力アップ

①－Ａ　米子駅及
び周辺の賑わい
創出への取組（米
子駅南北自由通
路の整備、米子
駅南広場の整備）

○米子駅周辺は、ＪＲ山陰本線で駅
南・駅北地区に分断されており、両地
区の連携の不足や移動の円滑化、歩
行者の回遊性などが課題となってお
り、交通結節点としての機能強化や駅
南地区の利便性を図り、都市機能が
概ね集積している駅北地区との連携
を強化し、本市の玄関口にふさわしい
都市環境の創出を図る必要がありま
す。

⇒南側の玄関口となる駅南広場や、駅南・
駅北地区を連絡する自由通路を整備しま
す。

- ■米子駅南北自由通路・米
子駅南広場整備の工事着
手
⇒平成３０年度の工事着手
を目指します。

- Ｘ （参考）
平成２７年度は、自由通路、
駅南広場等の予備設計及
び補償予備調査を実施し
た。
また、ＪＲ米子支社、鳥取
県、米子市の３者で米子駅
南北自由通路・米子駅南広
場整備について協議・調整
を行った。
引き続き、平成３０年度の工
事着手を目指して取り組む
こととしている。

都市計画課

Ⅱ　ひとを
呼ぶ魅力
あるまち米
子

～移住定
住の促進・
人口流出
の抑制・魅
力あるまち
づくりの推
進を図り、
新しい人
の流れを
つくります
～

３　郷土を
愛する「よ
なごっ子」
の人材育
成
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Ｄｏ Ａｃｔｉｏｎ
政策分野 施策分野 平成２７年度の取組内容 ＫＰＩの目標 ＫＰＩの実績 評価区分 見直し等の方向性

Ｐｌａｎ
施策

Ｃｈｅｃｋ
所管課

①－Ｂ　米子駅及
び周辺の賑わい
創出への取組（新
駅ビル建設構想
への対応）

○米子駅南北自由通路等の整備に伴
い、ＪＲ米子駅ビルの一部を解体する
必要がありますが、これを契機に関係
者（ＪＲ米子支社、県及び市）におい
て、米子駅及び周辺の賑わい創出並
びに駅利用者の利便性の向上への取
組の一環として、解体後の跡地に新
駅ビルを建設する構想に関する協議
が行われています。この新駅ビル建
設構想においては、建設の必要性、
建設する場合の事業主体、ビルの機
能や規模等、必要な行政支援などに
ついて関係者による早期の協議・調整
が求められています。

⇒引き続き、関係者による新駅ビル建設構
想に関する協議・調整を進め、その結果に
基づき必要な対応を行います。

- ■米子駅・新駅ビル構想に
関する協議・調整
⇒早期に結論を得ます。

- Ｘ （参考）
平成２７年度は、ＪＲ米子支
社、鳥取県、米子市の３者で
新駅ビル建設構想について
協議・調整を行った。
引き続き、早期に結論を得
るため、事業主体の決定や
必要となる行政支援などに
ついて、関係者と連携を図り
ながら協議・調整を進めるこ
ととしている。

都市計画課

②中心市街地商
店街の魅力度を
高める取組（ブ
ラッシュアップ）の
促進

○本市は、山陰の大阪、商都米子と
称され、商業のまちとして発展し、とり
わけ中心市街地商店街は大変な賑わ
いを見せていました。しかしながら、近
年は、商業施設の郊外立地、消費行
動の変化などにより、空き店舗の増加
などの空洞化が生じ、往年の賑わい
はありません。このため、市は、既存
の商店街をブラッシュアップし、魅力を
高める取組を実施する商店街振興組
合等を支援してきましたが、引き続き、
中心市街地商店街の魅力度を高める
取組を促進していく必要があります。

⇒引き続き、各商店街の特性を活かした魅
力度を高める取組を促進するため、中心市
街地商店街の環境整備を支援します。

本市の広報手段を活用する
とともに、県内施策説明冊子
への掲載、施策説明会での
紹介による周知を行い、併
せて、商店街組織の代表者
への制度の説明を行った。
また、、鳥取県と共に商店街
代表者との意見交換を実施
し、利用促進に繋がる制度
改善を行った。
商店街の環境整備事業の
実施計画について、商店街
組織とともに計画立案から
相談に乗り実施の検討を
行った。

■商店街振興組合等におけ
る環境整備件数《累計》
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、１３件（平成２１年度～平
成２６年度累計：６件）

６件
※平成２７年度実績なし

Ｃ 平成２８年度からの制度の
改善内容等を含め、制度周
知を、市ホームページをはじ
め各種会合等で実施し、利
用の促進を図ることとしてい
る。
また、関係行政機関と連携
し、商店街組織との意見交
換を継続し、実施を促進す
るよう努めることとしている。

商工課

③中心市街地空
き店舗への出店
の促進

○本市は、山陰の大阪、商都米子と
称され、商業のまちとして発展し、とり
わけ中心市街地商店街は大変な賑わ
いを見せていました。しかしながら、近
年は、商業施設の郊外立地、消費行
動の変化などにより、空き店舗の増加
などの空洞化が生じ、往年の賑わい
はありません。このため、市は、空き
店舗に出店する商業者などへの支
援、新規商業者参入者の支援を行っ
てきましたが、引き続き、中心市街地
空き店舗への出店を促進していく必要
があります。

⇒引き続き、中心市街地空き店舗への出店
を促進するため、空き店舗に出店する商業
者などへの支援、新規商業者参入者の支援
を行います。

本市の広報手段を活用する
とともに、県内施策説明冊子
への掲載、施策説明会での
紹介による事業の周知を
行った。
また、中心市街地の需要に
あわせ、支援対象となる業
種の拡大を行った。

■中心市街地商店街空き店
舗への出店数《累計》
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、１１３店舗（平成１４年度
～平成２６年度累計：７８店
舗）

８２店舗
※平成２７年度新規：４店舗

Ｂ 引き続き、関係行政機関と
連携し、市ホームページなど
による事業周知に努めるこ
ととしている。
また、商工会議所と連携し
制度の周知・利用促進に努
めつつ、中心市街地活性化
協議会とは、積極的な情報
共有を図り、連携して、制度
活用の需要発掘に努めるこ
ととしている。

商工課

Ⅱ　ひとを
呼ぶ魅力
あるまち米
子

～移住定
住の促進・
人口流出
の抑制・魅
力あるまち
づくりの推
進を図り、
新しい人
の流れを
つくります
～

４　中心市
街地の魅
力アップ
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Ｄｏ Ａｃｔｉｏｎ
政策分野 施策分野 平成２７年度の取組内容 ＫＰＩの目標 ＫＰＩの実績 評価区分 見直し等の方向性

Ｐｌａｎ
施策

Ｃｈｅｃｋ
所管課

４　中心市
街地の魅
力アップ

④中心市街地に
おける空き家を活
用したコミュニティ
ビジネスの創出・
地域コミュニティ
の再生促進

○本市の中心市街地は、これまでの
長い歴史の中で様々な都市機能が集
積されるとともに、交通網も中心市街
地を起点に整備され、経済・社会の発
展に大きな役割を果たしてきました
が、近年は、商業施設の郊外立地、
消費行動の変化、少子高齢化の進展
などにより、居住人口の減少や空き店
舗の増加などの空洞化が生じていま
す。このような中で、中心市街地の活
性化はもとより、空き家等の対策、地
域コミュ二ティの再生が課題となって
います。

⇒中心市街地における空き家等を活用した
コミュニティビジネスの創出・地域コミュ二
ティの再生促進を図るため、個人事業者や
企業等が行うまちなかコミュニティの活性化
及びコミュニティビジネスの創造の取組を支
援します。

補助事業として以下の事業
を支援した。
・事業名：米子まちなかプロ
ジェクト“わだや小路”事業
・事業内容：2階建ての空き
店舗を、レンタルスペース、
レンタルオフィス、ゲストハウ
スの機能を持つ複合施設に
改装した。平成28年2月オー
プン。
・事業主体：ＮＰＯ法人まちな
かこもんず

■中心市街地における空き
家等の活用件数《累計》
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、５件

１件

（参考）
・ゲストハウス（９床）
平均稼動率（２～４月）：２
７％
・レンタルスペース（３スペー
ス）
平均稼働率（２～４月）：２５．
１％

Ａ 今後も、市報で事業案を募
集するとともに、米子市中心
市街地活性化協議会と連携
し、活用物件の掘り起こしに
取り組んでいくこととしてい
る。

地域政策課

■本市の魅力や特色ある取
組等のＰＲ動画の作成件数
《累計》
⇒平成２９年度までに、１２
件

６件 Ａ PR動画については、圏域の
ＰＲのためのものと、キャッ
チとして作成するものを精査
し、動画作成の効率化と内
容のブラッシュアップを図る
こととしている。

観光課

■首都圏等での隊員による
情報発信活動件数《累計》
⇒平成２９年度までに、１８
件

１２件 Ａ 今後、平成２７年度末に制
作した隊のＰＲノベルティの
活用等によって、より効果的
なＰＲに取り組むこととして
いる。

観光課

- ■部門共同で作成・送付す
るパンフレット等の作成数
《累計》
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、４件

Ｘ 観光課

- ■観光部門・ふるさと納税部
門が共同で行うイベント等で
のＰＲ件数《累計》
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、８件

Ｘ 観光課

①地域おこし協
力隊によるＳＮＳ
等を活用した情
報発信

○本市は、全国からの観光客の誘致
の推進や移住定住の促進に向けた各
種の情報発信事業に取り組んでいま
すが、依然、全国的に本市の知名度
は高いとは言えません。また、従来の
情報発信の手法では、膨大な自治体
情報の中から本市の情報に興味を
もってもらうのは容易なことではなく、
多大なコストも必要とします。このこと
から、ＳＮＳ等を活用した新たな手法
により、観光客の誘致の推進や移住
定住の促進に向けた情報発信を強化
する必要があります。

⇒国の「地域おこし協力隊制度」を活用し採
用する隊員により、中心市街地に新設する
情報発信拠点において、地域のポップカル
チャーを推進し、活性化を図っている民間団
体と一体となり、ポップカルチャーとＳＮＳを
活用した独自の情報発信事業を展開しま
す。

※「ポップカルチャー（pop culture）」は、マン
ガ、アニメなどの大衆文化。
※「ＳＮＳ」は、Facebook、LINEなどのソー
シャル・ネットワーキング・サービス。

平成２７年９月に地域おこし
協力隊の委嘱・任用を行
い、１０月に情報発信拠点兼
観光案内所「米子情報局ど
げな？」をオープンした。
以降、日々ＳＮＳとポップカ
ルチャーを活かした情報発
信と地域への定着化に取り
組み、右記ＫＰＩ目標以外に
も、自主イベントの開催や各
種交流事業への参画（１７
件）、加えて、地元メディア等
への出演（４２件）を行った。
また、鳥取県発アニメ「こど
も刑事めめたん」にも２名の
隊員が声優として出演した。

②ふるさと納税寄
付者に対する観
光・イベントの情
報発信

○本市のふるさと納税事業による寄
付は、全国の自治体の中でもトップク
ラスの実績（平成２６年度：約４万件・
累積約７万８千件）があり、大きな情報
発信力を持っていますが、これを最大
限に活用する体制が構築されていま
せん。ふるさと納税事業を活用し各種
の情報発信事業に取り組むことで、本
市の知名度アップと観光客の誘致に
つなげていく必要があります。

⇒ふるさと納税寄付者への情報発信の体制
を構築し、観光・イベント情報を他の情報とと
もに積極的に発信します。また、県外のイベ
ント等において、ふるさと納税の増加につな
げる情報発信に取り組み、ふるさと納税寄
付者のサポーターとしての定着、本市への
観光誘客促進を図ります。

５　「ヨナゴ
がい～
な！」市の
魅力の内
外への情
報発信

Ⅱ　ひとを
呼ぶ魅力
あるまち米
子

～移住定
住の促進・
人口流出
の抑制・魅
力あるまち
づくりの推
進を図り、
新しい人
の流れを
つくります
～

観光部門・ふるさと納税部
門、その他関連部門とが一
体となって行うイベント等に
おいてＰＲを行うこととしてい
る。
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Ｄｏ Ａｃｔｉｏｎ
政策分野 施策分野 平成２７年度の取組内容 ＫＰＩの目標 ＫＰＩの実績 評価区分 見直し等の方向性

Ｐｌａｎ
施策

Ｃｈｅｃｋ
所管課

■米子市観光協会が実施
する「大人達の社会見学」の
事業数《年間》
⇒平成２８年度において、１
２事業（平成２６年度：８事
業）

１１事業 Ａ 観光課

■米子市観光協会が実施
する「大人達の社会見学」の
参加者数《年間》
⇒５年後（平成３１年度）にお
いて、１，７８０人（平成２６年
度：８９０人）

２，２０１人 Ａ 観光課

②ふるさと納税寄
付者に対する観
光誘客促進（宿泊
優待券など特典
の新設等）

○本市のふるさと納税事業による寄
付は、全国の自治体の中でもトップク
ラスの実績（平成２６年度：約４万件・
累積約７万８千件）があり、大きな情報
発信力を持っていることから、ふるさと
納税寄付者に対し、この情報発信力
を最大限活用し、観光客の誘致につ
なげていく必要があります。

⇒観光関連団体や各種事業者の協力を得
て、ふるさと納税事業において宿泊優待券
など特典を新設し、また、共同のアピール事
業、キャンペーン事業等を実施することによ
り、ふるさと納税・寄付者に対し、本市への
観光誘客促進を図ります。

- ■ふるさと納税寄付者に対
する観光誘客促進に向けた
観光関連団体等の協力件
数《累計》
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、２０件

- Ｘ ふるさと納税寄付者に対す
る観光・イベント情報チラシ
などを同封するなどして情報
発信を行うこととしている。

観光課

③農と食・ポップ
カルチャー秋の大
文化祭の開催

○本市においては、様々な団体により
各種のイベントが開催されています
が、連携が不十分であり、賑わいの創
出や経済効果の点で、情報発信力や
集客力に課題があります。このため、
個々に開催されているイベントを同時
多発的に一体的に開催することによ
り、情報発信力を高め、また、点のイ
ベントから面のイベントへの変化をさ
せ、回遊性を高めることで、消費時間
の延長や宿泊につなげ、観光産業（宿
泊・飲食・輸送・土産物など）の活性化
を図る必要があります。

⇒ポップカルチャーの総合イベントである「ヨ
ナゴワンダー！」と「農と食のイベント」との
共同による「農と食・ポップカルチャー秋の
大文化祭」の開催に取り組みます。その後、
年次的に、他の各種イベントとも共同開催を
進めることにより、将来的に県西部圏域での
秋の最大イベント化を目指します。

- ■秋の大文化祭総来場者
数
⇒５年後（平成３１年度）にお
いて、１０万人

- Ｘ （参考）
米子市が事務局を持つ「ヨ
ナゴワンダー！運営委員
会」は、平成２４年度から「イ
ベントガイド」を作成し、ポッ
プカルチャーイベントの広報
を行っており、平成２８年度
も引き続き同様の冊子を作
成することとしている。
また、平成２８年度から同運
営委員会は、広報だけでは
なく、イベントの実施主体と
なり、秋の大文化祭を前年
以上に盛り上げるための一
助を担うこととしている。

観光課

■電柱アート本数《累計》
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、４０本

- Ｘ （参考）
デジタルハリウッド主催の
「ＭＡＮＧＡ世界プロジェクト」
と協調し、イラスト作品を募
集、優秀作品を法勝寺商店
街の電柱に掲示することとし
ている。

観光課

■壁画アート件数《累計》
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、３件

- Ｘ - 観光課

⇒電柱アートによるアワードを創設し、全国
の高校生への公募により優秀作品を選び、
表彰するとともに、これを電柱アートとして制
作します。これを通じて、メディア芸術の市
民への浸透を図るとともに、壁画アートなど
への発展と芸術大学等との連携を摸索しつ
つ、アワード受賞者や作品制作者等にとっ
ての第二の故郷「メディア芸術ＣＩＴＹヨナゴ」
としての文化の創造を目指すことにより、観
光誘客にもつなげます。

-

Ⅱ　ひとを
呼ぶ魅力
あるまち米
子

～移住定
住の促進・
人口流出
の抑制・魅
力あるまち
づくりの推
進を図り、
新しい人
の流れを
つくります
～

６　「交流
人口拡大
中！」観光
客・コンベ
ンションの
誘致の推
進

①コアな米子の
魅力の発掘・発信

○近年、体験型・交流型の要素を取り
入れた旅行が注目されており、これま
で観光資源として認識されていなかっ
た地域固有の資源を活用した新たな
切り口による付加価値の高い旅行商
品を造成することが求められていま
す。このような中で、種々の特定分野
に対し強い関心を持つコアな層（マニ
ア）は、魅力を感じたものに対して惜し
みなく資金・時間をかける傾向にある
ため、本市でも、既に米子市観光協会
において「大人達の社会見学」を実施
し、コアな層をターゲットにした取組が
行われています。

⇒米子市観光協会が行う「大人達の社会見
学」の充実を支援することにより、コアな米
子の魅力の発掘・発信を図ります。

「大人達の社会見学」の開
催協力を行った。

④メディア芸術の
活用推進

○平成２４年の「まんが王国とっとり建
国」を契機に、民間事業者によるポッ
プカルチャーを活用した商業化の取組
が進められ、また、高校生による「街
中アート」を地域づくりに活用する地域
も見受けられます。このような中で、本
市のまちづくりの一環、あるいは高校
生など若い世代への表現の場の提供
として、メディア芸術（アート・アニメー
ション・マンガ・エンターテイメント等）
の活用を推進する取組の必要性が高
まっています。

引き続き、米子市観光協会
が行う「大人達の社会見学」
の充実を支援することによ
り、コアな米子の魅力の発
掘・発信を図ることとしてい
る。
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Ｄｏ Ａｃｔｉｏｎ
政策分野 施策分野 平成２７年度の取組内容 ＫＰＩの目標 ＫＰＩの実績 評価区分 見直し等の方向性

Ｐｌａｎ
施策

Ｃｈｅｃｋ
所管課

■コンベンションの誘致件数
《年間》
⇒５年後（平成３１年度）にお
いて、１３１件（平成２６年度：
８７件）

１２１件 Ａ 観光課

■コンベンション参加者数
《年間》
⇒５年後（平成３１年度）にお
いて、３万５千人（平成２６年
度：２６，８１８人）

２７，１８３人 Ａ 観光課

①外国人観光客
の誘致促進

○国が、２０２０年の外国人観光客２
千万人の誘客を目指して積極的に事
業展開している中、県西部圏域では、
米子鬼太郎空港のアシアナ・ソウル便
や国際チャーター便、定期貨客船ＤＢ
Ｓクルーズフェリーの就航、大型ク
ルーズ客船の寄港により、訪日外国
人観光客を本市に誘客する好機を迎
えており、この機会を経済効果として
有効に活用することが求められていま
す。

⇒引き続き、県・市町村の枠組みを越えた
広域的な観光エリアとして情報発信するとと
もに、市内における「免税店」や「銀聯カード
を使用できる店舗」の拡大に取り組みます。

※「銀聯（ぎんれん／ぎんれい）カード」は、
中国の金融機関の連合組織「銀聯」が発行
するキャッシュカード・クレジットカード。

市内における「免税店」や
「銀聯カードを使用できる店
舗」の拡大に向け、県・市町
村の枠組みを越えた広域的
な観光エリアとして情報発信
に努めた。

■免税店舗数
⇒５年後（平成３１年度）にお
いて、３６店舗（平成２６年
度：１８店舗）

２５店舗 Ａ 引き続き、県・市町村の枠組
みを越えた広域的な観光エ
リアとして情報発信するとと
もに、県や民間事業者と連
携して、市内における免税
店や銀聯カードを使用できる
店舗の拡大に取り組むこと
としている。

観光課

②外国人を受け
入れる地域国際
化の推進

○本市には、１，０００人を超える外国
人が在住しており、また、米子鬼太郎
空港のソウル便や国際チャーター便、
ＤＢＳクルーズフェリーの就航、大型ク
ルーズ客船の寄航により、訪日外国
人観光客も増加してきています。この
ことから、今後、市民が外国人に接す
る機会も多くなるため、外国人にとっ
て暮らしやすい環境づくりや訪日外国
人観光客をおもてなしする市民意識
の醸成を図るなど、外国人を受け入れ
る地域国際化の推進が必要です。

⇒外国人を受け入れる地域国際化の推進
のため、在住外国人や諸外国との交流を進
める市民団体と協働（実行委員会方式）で
市民と在住外国人との交流イベント「よなご
国際交流フェスティバル」を開催します。ま
た、これを通じて市民団体とのネットワーク
の構築を図りつつ、そのネットワークを活用
して、市民に対する地域国際化の意識啓発
につなげます。

次のとおり、市民団体と協働
し、「よなご国際交流フェス
ティバル」を開催した。
・開催日：平成27年9月21日
（月・祝）
・会場：米子市文化ホール
・内容：ステージパフォーマ
ンス、ワールドレストラン、活
動紹介・パネル展示、その
他体験型コーナーなど
・来場者数：約１，２００人

■よなご国際交流フェスティ
バル実行委員会への参加
団体数
⇒５年後（平成３１年度）にお
いて、２４団体

１９団体

（内訳）※重複有り
・ステージパフォーマンス：7
団体
・ワールドレストラン：7団体
・活動紹介・パネル展示：13
団体
・その他体験型コーナー：10
団体

Ａ 引き続き、地域国際化を推
進するため、更に多くの市民
団体と連携するとともに、新
たな在住外国人グループに
も参加してもらえるよう、イベ
ントの周知に努めることとし
ている。

市民自治推進
課

③国際交流員に
よる「おもてなし
中国語・韓国語講
座」の開催

○米子鬼太郎空港のソウル便や国際
チャーター便、ＤＢＳクルーズフェリー
の就航、大型クルーズ客船の寄航に
より、訪日外国人観光客が増加してお
り、外国語会話により訪日外国人観光
客をおもてなしするボランティアの養
成が必要です。

⇒外国語会話により訪日外国人観光客をお
もてなしするボランティアの養成に資するた
め、本市国際交流員により、「おもてなし中
国語講座」及び「おもてなし韓国語講座」を
開催します。

国際交流員による「おもてな
し中国語・韓国語講座」を次
のとおり開催し、外国人観光
客のおもてなしを想定した会
話練習やクルーズボランティ
ア制度の紹介などを行った。
①おもてなし中国語講座
・日程：H27.9.29～H27.12.22
（昼・夜の２部制）
・募集人員：各部20人
②おもてなし韓国語講座
・日程：H27.10.1～H27.12.24
（昼・夜の２部制）
・募集人員：各部20人

■おもてなし中国語・韓国語
講座の受講者数《累計》
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、４００人

８０人

（内訳）
おもてなし中国語講座
　講座回数：10回
　昼の部：20人（応募数：23
人）
　夜の部：20人（応募数：26
人）
おもてなし韓国語講座
　講座回数：10回
　昼の部20人（応募数：21
人）
　夜の部20人（応募数：33
人）

Ａ 引き続き、おもてなし講座を
開催していくこととしている
が、今後も外国人観光客の
増加が見込まれ、外国人観
光客のニーズも多様化して
いることから、多様化する
ニーズに対応できるよう、必
要に応じて、講座内容の変
更を検討していくこととして
いる。

市民自治推進
課

Ⅱ　ひとを
呼ぶ魅力
あるまち米
子

～移住定
住の促進・
人口流出
の抑制・魅
力あるまち
づくりの推
進を図り、
新しい人
の流れを
つくります
～

⑤コンベンション
の誘致の推進

○コンベンション開催による経済波及
効果は非常に大きいため、全国各地
にコンベンション施設や誘致組織が整
備されています。これにより、開催地
の誘致競争は激化しており、本市が、
各種の大会・会議等の開催地として選
択されるためには、良質なサービス、
街の魅力、利便性などの向上が求め
られています。

⇒引き続き、受入態勢の整備・充実、コンベ
ンション誘致活動の支援、アフターコンベン
ションの充実に取り組みます。また、本市へ
のコンベンション参加者をリピーターとしてい
くため、心のこもった歓待やサービスなど「お
もてなし」の向上に努めます。

受入態勢の整備・充実とし
て、コンベンション主催者へ
の開催支援、コンベンション
ビューローの運営に対する
支援をおこなった。
また、コンベンション誘致活
動の支援として、誘致会議
への参加、観光パンフレット
の提供などを行った。

会議・大会等は、毎年定例
の開催ではないため、年に
よって偏りが出るが、継続し
た誘致活動が重要であるた
め、引き続き、公益財団法
人とっとりコンベンション
ビューローへの支援を積極
的に行うこととしている。

６　「交流
人口拡大
中！」観光
客・コンベ
ンションの
誘致の推
進

７　「伝えよ
う！おもて
なしの心」
外国人観
光客対策
の推進
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Ｐｌａｎ
施策

Ｃｈｅｃｋ
所管課

Ⅱ　ひとを
呼ぶ魅力
あるまち米
子

～移住定
住の促進・
人口流出
の抑制・魅
力あるまち
づくりの推
進を図り、
新しい人
の流れを
つくります
～

８　自転車
の活用の
推進を視
点にしたま
ちづくり

①自転車の活用
の推進に関する
庁内研究会の設
置

○国（超党派による議員連盟）におい
ては、環境に優しく、災害時に機動的
で、国民の健康増進や交通混雑が図
られる自転車の特性を活かし、交通の
安全確保が図られることを基本理念と
した「自転車活用推進法案」を国会に
提出する動きがあり、この法案が成
立・施行されれば、必要な対応を求め
られることになります。このような中
で、本市は、「皆生トライアスロンの発
祥地」であり、また、平成２６年から
は、「ジャパンエコトラック」認定第1号
ルートであるシー・トゥー・サミットルー
ト（境港～皆生～大山）の運用が開始
され、さらには、中海サイクリングロー
ドやコグステーション（皆生温泉などに
設置された自転車ステーション）もある
など、環境面はもとより、スポーツや観
光面で、あるいは健康づくりに自転車
を活用していく素地があることから、自
転車の活用の推進をまちづくりの視点
にすべきとの市民意見もあります。

※「ジャパンエコトラック」は、サイクリ
ングを主としたアクティビティ（旅先で
の遊び）を楽しみ、周遊しながら地域
の観光資源を満喫するジャパンエコト
ラック推進協議会が認定するルート。

⇒「自転車活用推進法案」への対応の準備
を行うとともに、自転車の活用の推進を視点
にしたまちづくりに関し研究するため、庁内
に研究会を設置します。

- ■自転車の活用の推進を視
点にしたまちづくりの研究
⇒「自転車活用推進法案」
の動向を見ながら、適切な
時期に一定の研究成果を得
ます。

- Ｘ （参考）
平成２８年７月に「米子市自
転車活用推進研究会」を設
置した。今後、先進地の視
察を行うなど、研究を進める
こととしている。

地方創生推進
課

①結婚・妊娠・出
産・子育てに係る
総合的学習機会
の提供（ウェブ版
ヨネギーズ赤ちゃ
んファミリー応援
大学）

○結婚・妊娠・出産・子育てを自分の
事として具体的なイメージができてい
ないため、漠然とした不安を持つ者が
少なくありません。このような不安を解
消し、結婚や出産への前向きな取組
を促すことが、未婚化・晩婚化などに
よる少子化の抑制の観点からも重要
になっています。

⇒結婚・妊娠・出産・子育てに係る総合的学
習機会を提供するため、平成２６年度に実
施した講演会「ヨネギーズ赤ちゃんファミリー
応援大学」の内容を「ウェブ版ヨネギーズ赤
ちゃんファミリー応援大学」として市ホーム
ページに掲載するとともに、冊子も作成して
配布することで、その情報の活用を促進しま
す。

- ■ヨネギーズ赤ちゃんファミ
リー応援大学冊子配布部数
《累計》
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、１，５００部

- Ｘ （参考）
平成２８年度は、国の地域
少子化対策重点推進交付
金を活用し、関係事業を実
施することとしている。

健康対策課

②若年者に対す
る結婚への意識
の醸成

○ライフスタイルの変化や経済的な事
由等により、若い世代の未婚化・晩婚
化及びこれに伴う晩産化が進行して
おり、これらが少子化の要因ともなっ
ています。このため、若年者に対し、
結婚に伴う必要な知識や意識の向上
を図ることが必要です。

⇒若年者に対し、結婚や出産、子育てに関
する知識やライフデザインの構築に資する
適切な情報を提供するためセミナーを開催
し、その結婚への意識の醸成を図ります。

- ■結婚等に関するセミナー
への参加者数《累計》
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、３００人

- Ｘ （参考）
平成２８年度において、２０
代を想定した若年層向けの
結婚等に関するセミナー・婚
活イベンをＮＰＯ等への委託
により実施することとしてい
る。

地方創生推進
課

Ⅲ　ひとを
愛し育む
希望のま
ち米子

～少子化
対策の推
進を図り、
若い世代
の結婚・出
産・子育て
の希望を
かなえます
～

1　「結婚
から子育
てまで！」
総合的学
習機会と
結婚につ
ながる出
会いの場
の提供
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Ｐｌａｎ
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所管課

1　「結婚
から子育
てまで！」
総合的学
習機会と
結婚につ
ながる出
会いの場
の提供

③結婚を希望す
る若者への出会
いの場の提供

○中海・宍道湖・大山圏域の構成市
町村とＮＰＯ等の共同で婚活イベント
を開催していますが、結婚を希望する
若者がより多く参加し、結婚の希望が
叶うよう、さらに多くの出会いの場を提
供する必要があります。

⇒引き続き、中海・宍道湖・大山圏域の婚活
イベントを実施するとともに、加えて市内の
結婚を支援するＮＰＯ等が開催する婚活イ
ベントへの助成等を行うことにより、さらに多
様な出会いの場を創出します。

次のとおり、中海・宍道湖・
大山圏域出会いの場づくり
事業実行委員会において、
婚活イベント「Ｕｎ－Ｐａｋｕ
ｍｅｅｔｉｎｇ　２０１５」を実施
し、１組が結婚、７組が交際
中（平成２８年３月時点）であ
る。
①米子会場（平成２７年１０
月１１日）参加者：１２３人、う
ち米子市在住者５２人
②松江会場（平成２７年１０
月２５日）参加者：１２８人、う
ち米子市在住者１６人

■婚活イベントへの参加者
数《累計》
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、５００人

６８人 Ｃ 引き続き、出会いの場づくり
事業実行委員会による婚活
イベントを実施することとし
ている。

（参考）
平成２８年度において、米子
市単独で２０代を想定した若
年層向けの結婚等に関する
セミナー・婚活イベントをＮＰ
Ｏ等への委託により実施す
ることとしている。

地方創生推進
課

①第３子以降の
子どもに係る保育
料の無償化

○我が国の少子化は、未婚化・晩婚
化の進行、子育て世帯の経済的な負
担感による出生数の低下のほか、そ
の他様々な要因が絡み合って進行し
ています。国立社会保障・人口問題研
究所の２０１０年の調査によれば、理
想の子どもの数が２人と答えた夫婦の
割合は約５０％、３人は約４０％、４人
以上は約５％、１人は約４％となって
おり、半数近くが３人以上の子どもを
持つことを望んでいます。しかし、３人
以上の子どもを持つことは、子育て、
教育など様々な面で経済的な負担が
大きくなり、そのことが第３子以降の子
どもを持てない最大の理由となってお
り、多子世帯に一層の配慮を行い、３
人以上の子どもが持てる環境を整備
する必要があるとの考えが、国の少子
化対策大綱において示されています。

⇒子育て世帯への経済的支援の一環とし
て、第3子以降の子どもに係る保育料の無
償化を行います。

第３子以降の保育料無償化
を制度化し、平成２７年９月
から実施した。

■保育料の無償化の対象と
なった第３子以降の子ども
の数（無償化実施時）
⇒平成２７年９月（無償化実
施時）において、８８２人

平成２７年９月制度化 Ａ 引き続き、子育て世帯への
経済的支援の一環として取
り組むこととしている。

こども未来課

②小児特別医療
費助成に係る対
象年齢の拡大

○子育て世帯の経済環境の問題は、
少子化の要因の一つと言われており、
少子化対策として、子育て世帯への
経済的支援が求められています。本
市では、子どもが安心して医療を受け
られるよう子育て世帯を経済的に支援
する小児特別医療費助成を実施して
いますが、その対象は中学生までと
なっています。

⇒子育て世帯への経済的支援の一環とし
て、小児特別医療費助成に係る対象年齢を
１８歳（現行１５歳）まで拡大します。

対象年齢の拡大に向け必要
な準備を行った。

■小児特別医療費助成対
象者数（対象年齢拡大分）
⇒平成２８年度（対象年齢拡
大時）において、４，５００人

平成２８年４月制度化 Ａ 平成２８年度４月から小児特
別医療費助成に係る対象年
齢を１８歳（現行１５歳）まで
拡大した。

保険年金課

３　「保育
の環境整
えます！」
保育サー
ビス等の
充実

①保育所等の待
機児童解消のた
めの受入れ人数
の拡大

○本市の保育所等では、年度当初に
おいて総定員の上で待機する児童は
発生してはいませんが、その後の出
生や母の育児休業からの復帰などに
より、年度中途において待機児童が
発生（平成２６年１０月：６３人）してい
ます。他方、総定員の上での待機児
童に位置付けされないものの、保護者
の保育所等の選択希望が供給にそぐ
わず、結果として自宅において保育さ
れている潜在的な需要（平成２７年３
月：２１６人）も発生しています。

⇒保育所等の待機児童解消のため、子ども
子育て支援事業計画に基づき、受入れ人数
の拡大（潜在的な需要に対するものを含
む。）を図ります。また、引き続き、保護者の
保育所等の選択希望への調整を図ります。

低年齢児の受け入れ数を拡
大し、平成２７年度に１２４人
分の定員増を図った。

（参考）平成２７年１０月待機
児童：３５人

■認定子ども園・保育所な
どの受入れ人数
⇒５年後（平成３１年度）にお
いて、２，２３３人（平成２７年
度見込み：２，０１７人）
※当該人数は、教育・保育
施設及び地域型保育事業
（家庭的保育事業）における
３号認定（子どもが満３歳未
満で保育を希望する場合）
の子どもの受入れ人数。

１，９１０人 Ａ 引き続き、保育所等の待機
児童解消に向け取り組むこ
ととしている。

こども未来課

Ⅲ　ひとを
愛し育む
希望のま
ち米子

～少子化
対策の推
進を図り、
若い世代
の結婚・出
産・子育て
の希望を
かなえます
～

２　子育て
世帯への
経済的支
援
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②放課後児童ク
ラブの待機児童
解消のための受
入れ人数の拡大

○放課後児童健全育成事業における
放課後児童クラブに関するニーズ調
査等（潜在ニーズを含む。）によると、
必要な定員の総数に対し供給が不足
し、待機児童が発生しています。（平
成２７年度見込み：需要2，284人に対
し、供給の不足８５４人）また、市の施
設である「なかよし学級」においても、
入級できない児童があります。

⇒放課後児童クラブの待機児童解消のた
め、子ども子育て支援事業計画に基づき、
受入れ人数の拡大（潜在的な需要に対する
ものを含む。）を図ります。

民間放課後児童クラブ４施
設増、１３８人分の定員増を
図った。

■放課後児童クラブの受入
れ人数
⇒５年後（平成３１年度）にお
いて、２，２６０人（平成２７年
度見込み：１，４３０人）

１，５４５人 Ａ 引き続き、放課後児童クラブ
の待機児童解消に向け取り
組むこととしている。

こども未来課

③病児・病後児保
育の推進

○病中又は病気回復期の子どもにつ
いて、保護者の勤務の都合により家
庭での保育が困難な場合に、医療機
関等に併設した施設で一時的に保育
等を実施する病児・病後児保育に関
するニーズ調査（潜在ニーズを含
む。）によると、必要な定員の総数に
対し供給が不足しています。（平成２７
年度見込み：需要１６，１６４人に対し、
供給の不足３，３４７人）

⇒子ども子育て支援事業計画に基づき、病
児・病後児保育事業を実施する医療機関等
の増加（潜在的な需要に対するものを含
む。）を図ります。

病児・病後児保育事業を実
施する施設１増、６人分の定
員増を図った。
（参考）平成２７年５月待機
児童：62人

■病児・病後児保育事業の
実施箇所数
⇒５年後（平成３１年度）にお
いて、５箇所（平成２６年度：
２箇所）

３箇所
※平成２７年度：１箇所

Ａ 引き続き、施設数の増加、
受入れ定員数の増加に向け
取り組むこととしている。

こども未来課

④保育の質の向
上を図る私立保
育所等への支援

○私立保育所等には、保育の質の向
上を図るため、国が定める児童福祉
施設等の最低基準を超えて、保育士
の加配や保育環境の整備が求められ
ています。私立保育所等における保
育の質の向上を促進するためには、
運営費の補助による行政支援が求め
られています。

⇒保育士の加配（障がい児保育・乳児保育・
1歳児保育に係るもの）や保育環境の整備を
行う私立保育所等に対して運営費を補助し
ます。

保育士の加配（障がい児保
育・乳児保育・1歳児保育に
係るもの）や保育環境の整
備を行う私立保育所等に対
して運営費を補助した。

■最低基準に対し職員を加
配した私立保育所等の割合
⇒５年後（平成３１年度）にお
いても、１００%（平成２６年
度：１００%）

９６％ Ｂ 平成２７年度は、保育士の
確保ができず、１施設該当し
なかったが、引き続き、平成
２８年度以降も取り組むこと
としている。

こども未来課

■６か月児健康診査の受診
率
⇒５年後（平成３１年度）にお
いて、１００%（平成２６年度：
９８．０%）

９７．７％ Ｂ 赤ちゃん訪問時に、訪問実
施の保健師等が６か月児健
康診査の健診日を伝え、受
診案内を行うこととしてい
る。
また、健診未受診者につい
ては、状況把握、受診勧奨
を行うこととしている。

健康対策課

■１歳６か月児健康診査の
受診率
⇒５年後（平成３１年度）にお
いて、１００%（平成２６年度：
９８．１%）

９７．１％ Ｂ 受診の期限が満2歳と残さ
れた受診のチャンスが少な
いため、未受診者には早急
なアプローチを行うこととし
ている。

健康対策課

■３歳児健康診査の受診率
⇒５年後（平成３１年度）にお
いて、１００%（平成２６年度：
９８．０%）

９７．８％ Ｂ 受診期限は満3歳であるが、
仕事復帰など受診しづらい
保護者もいることから、希望
される場合には４歳を過ぎて
も受診を実施する。
また、保護者に対し電話、訪
問等により幼児が健やかに
成長しているかを客観的に
確認する重要な機会である
ことを説明し、受診を促すこ
ととしている。

健康対策課

①乳幼児健診の
受診促進

○乳幼児の健康と安全を守ることは、
少子化の抑制、地域社会を担う将来
世代の育成を図る観点でも重要に
なっていますが、集団乳幼児健診（６
か月児、１歳６か月児、３歳児）の受診
率は、近年ほぼ横ばいであり、１００％
には至っていません。未受診の乳幼
児については、未受診の理由や乳幼
児の状態が確認できない場合も存在
し、その中には、虐待リスクが心配さ
れるケースもあります。また、核家族
化等により、近年の保護者は育児不
安や孤立感を抱えることが多く、相談
相手がいない保護者も増えていること
から、健診時を利用し、保護者の心配
事について相談の機会を提供するこ
とも求められています。

⇒引き続き、乳幼児健診の受診促進を図る
ため、健診時において、保護者の心配事に
ついて相談することができる機会を積極的
に提供するとともに、次回受診のＰＲを行い
ます。なお、未受診の乳幼児については、そ
の状況把握のため、引き続き、アンケートを
実施するとともに、新たに、訪問や電話連絡
による状況把握も行います。

乳幼児の発達のみでなく、
保護者の悩み等についても
支援の提案や相談先の紹
介を行った。
また、健診未受診者に対し
て再通知やアンケートの郵
送に加え、電話や訪問にて
状況把握及び受診勧奨に努
めた。

Ⅲ　ひとを
愛し育む
希望のま
ち米子

～少子化
対策の推
進を図り、
若い世代
の結婚・出
産・子育て
の希望を
かなえます
～

３　「保育
の環境整
えます！」
保育サー
ビス等の
充実

４　乳幼児
保健・育児
支援の充
実
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Ｄｏ Ａｃｔｉｏｎ
政策分野 施策分野 平成２７年度の取組内容 ＫＰＩの目標 ＫＰＩの実績 評価区分 見直し等の方向性

Ｐｌａｎ
施策

Ｃｈｅｃｋ
所管課

②地域での育児
支援の充実

○核家族化等により、家庭での育児
力が低下し、育児不安や育児負担を
感じている親、あるいは、地域でのつ
ながりが希薄になる中で身近に相談
者がおらず、孤立している親もいま
す。この中には、虐待につながる危険
がある家庭もあります。このため、地
域での育児支援を充実していく必要性
があります。

⇒引き続き、「マタニティ＆ベビー相談」、「赤
ちゃんすくすく相談」の実施により、育児不
安、育児負担感の軽減を図ります。また、新
たに各地区への出前相談も実施します。

育児不安、育児負担感の軽
減を図るため、次のとおり育
児支援を実施した。
①マタニティー＆ベビー相
談」
・月～金（平日）午後１時半
～４時
・内容：妊娠中の心配事、
おっぱいについて、赤ちゃん
の相談など
②赤ちゃんすくすく相談
・毎月１回、午前９時～１１時
・対象：生後５ヶ月以上
・内容：身体測定、おっぱい
相談、栄養相談、歯科相
談、育児相談

■マタニティ＆ベビー相談、
赤ちゃんすくすく相談の参加
者数《年間》
⇒５年後（平成３１年度）にお
いて、１，３００人（平成２６年
度：１，１１９人）

１，１８７人

（内訳）
「マタニティー＆ベビー相談」
　・来所相談：399人
　・電話相談：119人
「赤ちゃんすくすく相談」
　・相談者数：669人

Ａ 引き続き、　「マタニティ＆ベ
ビー相談」、「赤ちゃんすくす
く相談」を、赤ちゃん訪問や
乳幼児健診後の事後相談
の場として活用し、育児不安
や負担感の軽減に努めるこ
ととしている。また、保健師
等が保護者に対し切れ目の
ない支援を実施することとし
ている。
なお、出前相談については、
実施方法などについて研究
することとしている。

健康対策課

③発達障がいに
関しグレーゾーン
の子の親に対す
る支援（ペアレン
トトレーニング）

○近年、保育所や教育の場で、発達
障がいに関しグレーゾーンの子（集団
での過ごし方や感情・行動のコント
ロールが不得手、親の言葉に注目し
にくい等、発達上の偏りを持つ子）が
急激に増えています。このような中
で、年齢に応じた正常な発達・発育を
理解していない親がおり、対応が遅れ
るケースがあります。また、何となく子
育てしにくい、意思疎通がしにくい、ど
のように対応してよいのか分からない
という不安や戸惑いを感じている親も
少なくありません。これらのことから、
二次障害（二次的な障がい、自己評
価の低下やうつ病、ひきこもり等）の予
防という観点から、早期に支援を開始
することが重要になっています。

⇒診断結果がでていないグレーゾーンの状
態から親の気づきを促し、支援が受けられ、
親への支援を通して子の成長を促すため、
ペアレントトレーニングを実施します。さら
に、親への子の正常な発達・発育の啓発や
親の気づきを促すため、また、心を育てる上
手な関わり方などの情報提供のため、親育
て講演会を実施します。

- ■ペアレントトレーニングの
参加者数《累計》
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、８０組

- Ｘ （参考）
平成２８年度は、ペアレントト
レーニングを、１クール１０
組、年２回実施する予定とし
ている。
※次年度以降は、３回の実
施予定

健康対策課

④発達障がいへ
の切れ目のない
支援に向けた取
組

○近年、保育所、幼稚園や教育の場
で、集団での過ごし方や感情・行動の
コントロールが不得手、親の言葉に注
目しにくい等、発達が気になる子ども
が増えてきています。このような中で、
本市の発達障がいへの支援の状況に
ついては、専門家等により、５歳児健
診の受診機会や相談機会の希薄さ、
乳幼児、小中学生、高校生、高校卒
業後の各時期における市・県の行政
間及び市の担当部局間での縦割りの
弊害、また、医師、看護師のほか専門
職のマンパワー不足により、発達障が
いへの切れ目のない支援が十分でな
いと指摘されています。

⇒発達障がいへの切れ目のない支援に向
け、専門相談センターの設置など一元的な
相談体制の構築、幼児期から就学期・青年
期への継続的な支援の検討、全ての5歳児
を対象にした健診の検討など必要な取組を
行います。

発達障がいへの切れ目のな
い支援については、まずは
関係各課の連携体制を構築
することが重要であると考
え、庁内検討会（学校教育
課、障がい者支援課、こども
未来課、健康対策課）を立ち
上げ、情報共有や課題の整
理などを行った（平成２７年
度会議：６回開催）。
　また、あかしや保育士、学
校教育課特別支援担当者、
保育士、母子保健担当者等
の実務者会を立ち上げ、情
報交換を行った（平成２７年
度会議：２回開催)。

■発達障がいへの切れ目の
ない支援に向けた専門相談
センターの設置
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、専門相談センターを設
置します。

関係課、関係機関の連携体
制の構築

Ｂ 引き続き、関係課、関係機
関で情報共有に努めるとと
もに、今後、専門相談セン
ターの設置についても検討
を進めていくこととしている。

福祉政策課

Ⅲ　ひとを
愛し育む
希望のま
ち米子

～少子化
対策の推
進を図り、
若い世代
の結婚・出
産・子育て
の希望を
かなえます
～

４　乳幼児
保健・育児
支援の充
実
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Ｄｏ Ａｃｔｉｏｎ
政策分野 施策分野 平成２７年度の取組内容 ＫＰＩの目標 ＫＰＩの実績 評価区分 見直し等の方向性

Ｐｌａｎ
施策

Ｃｈｅｃｋ
所管課

①特定不妊治療
等に係る費用の
助成

○不妊治療技術の向上と特定不妊治
療に対する社会的認知の高まりに伴
い、不妊治療を受ける夫婦が増えて
いますが、特定不妊治療は、保険診
療ではないため多額の費用（１回数十
万円）を必要とし、経済的に妊娠をあ
きらめざるを得ない夫婦もあります。
特定不妊治療への経済的支援として
は、国が定める基準の回数（初回４０
歳未満は計６回、初回４３歳未満は計
３回）までは、国・県・市の助成があ
り、同回数を超えた回数については、
県の助成があるものの、なお経済的
負担は大きなものとなっています。

⇒不妊治療を選択、希望する夫婦の経済的
負担をさらに軽減するため、国が定める基
準の回数を超えた回数について、市の助成
を上乗せします。

国が定める基準の回数を超
えた回数について、市の助
成を上乗せして実施した。

■特定不妊治療単市助成
の件数《累計》
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、１５０件
※現行の市助成の件数（国
が定める基準の回数までの
もの）は、平成２６年度にお
いて、特定不妊治療が２４０
件、人工授精が１４５件。

２８件

（参考）全体のデータ
特定不妊治療　２５１件
人工授精　　　　１８８件

Ｂ 引き続き、市広報紙、市ホー
ムページ、チラシ等を活用
し、市の助成制度について
広く周知を図ることとしてい
る。

健康対策課

②妊婦健診の受
診促進

○妊婦健診（妊婦健康診査）は、妊婦
と胎児の健康を守り、無事に出産を迎
えるために引き続き必要であり、少子
化の抑制の観点からも重要となってい
ますが、妊婦健診の受診率は、一部
の妊婦において、その重要性の理解
不足からか未受診の者があり、１０
０％に至っていません。

⇒引き続き、妊婦健診の受診促進を図るた
め、母子手帳交付時やマタニティースクール
などの機会を捉え、その重要性の説明と受
診勧奨を徹底します。

母子手帳交付時に妊婦健診
の重要性、必要性を説明し
た。転入の妊婦へも受診券
を差し替え、母子手帳交付
時と同様に説明した。

■妊婦健診受診率
⇒５年後（平成３１年度）にお
いて、１００%（平成２６年度：
９４．５%）

９４．６％ Ｂ 引き続き、妊婦健診の重要
性、必要性について母子手
帳交付時に説明するが、平
成２８年度からは、落ち着い
て相談のできる環境にする
ために母子手帳の交付を個
室で行うこととしている。
また、市ホームページで、妊
婦健診についての情報を充
実させ提供していくこととし
ている。

健康対策課

③プレマタニティ
スクールの充実

○プレマタニティ（高校生など妊娠前
の者）の世代から妊娠・出産・子育て
について学ぶ機会が少なく、その機会
の提供は、少子化の要因の一つとさ
れている未婚化・晩婚化の抑制の観
点からも重要になっています。また、
十分な学びの機会がなく、妊娠・出
産・子育てについて具体的なイメージ
を持てないまま、妊娠・出産・子育てに
至り、育児不安や育児負担を感じてい
る者も少なくありません。

⇒安心して妊娠・出産・子育てすることがで
きるよう、引き続き、高校生に対し、妊婦体
験や赤ちゃんのお世話、離乳食を見るなど
の体験教室（プレマタニティスクール）を開催
します。なお、プレマタニティスクールの充実
として、高校生対象の開催回数の増加と中
学生への対象の拡大を図ります。

妊娠・出産・子育てについて
学ぶ機会として、次のとおり
プレマタニティスクールを開
催した。
①２７年６月２６日（金）
・対象：米子高校　１年生
・内容：妊娠シュミレーターを
使用し妊婦体験、赤ちゃん
人形を使用しお世話体験、
「赤ちゃん」と「子育て」を
キーワードにグループワー
ク、食の大切さについての
講義
②２７年７月３日（金）
・対象：米子高校　１年生
・内容：１回目と同様
③２７年１０月２２日（木）
・対象：米子高校　３年生
・内容：講義「小さな命を育て
ること」、ＤＶＤ視聴「未来へ
～心と命のお話～」、講義
「食べることは、健康の基
本！」「心の健康」

■プレマタニティスクールの
参加者数《年間》
⇒５年後（平成３１年度）にお
いて、１６０人（平成２６年度：
７２人）

７６人

（内訳）
・高校１年生：５８人（２回合
計）
・高校３年生：１８人

Ｂ 引き続き、プレマタニティス
クールを開催することとして
おり、平成２８年度は鳥取県
助産師会へ委託すること
で、内容をより充実して実施
する予定である。
なお、対象者の拡大につい
ては、新規で実施する高
校、中学校を開拓していく予
定としている。

健康対策課

５　妊娠・
出産の支
援

Ⅲ　ひとを
愛し育む
希望のま
ち米子

～少子化
対策の推
進を図り、
若い世代
の結婚・出
産・子育て
の希望を
かなえます
～
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Ｄｏ Ａｃｔｉｏｎ
政策分野 施策分野 平成２７年度の取組内容 ＫＰＩの目標 ＫＰＩの実績 評価区分 見直し等の方向性

Ｐｌａｎ
施策

Ｃｈｅｃｋ
所管課

- ■ワーク・ライフ・バランス推
進月間イベント参加者数《累
計》
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、４００人

- Ｘ 男女共同参画
推進課

- ■ワーク・ライフ・バランス推
進月間イベント協力企業数
《累計》
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、２０社

- Ｘ 男女共同参画
推進課

②ワーク・ライフ・
バランス推進企
業の取組事例の
情報発信による
啓発

○仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・
バランス）の実現を図ることが求めら
れている中で、企業には、働きやすい
職場づくり、長時間労働の抑制、有給
休暇や育児・介護休暇等の取得しや
すい職場環境づくりなどの取組が求め
られており、今後も企業におけるワー
ク・ライフ・バランス推進をさらに促進
する必要があります。

⇒企業におけるワーク・ライフ・バランス推進
をさらに促進するため、ワーク・ライフ・バラ
ンス推進企業の取組事例を広く情報発信し
ます。

- ■ワーク・ライフ・バランス推
進企業取組事例紹介数《年
間》
⇒５年後（平成３１年度）にお
いて、１２件

- Ｘ （参考）
平成２８年度は、１０月に開
催するイベントにおいて、
ワーク・ライフ・バランス推進
企業の取組事例を紹介する
こととしている。

男女共同参画
推進課

■移住セミナー・相談会参
加者数（圏域全体）
⇒平成２７年度において、５
０人

４４人
（内訳）
  セミナー参加者：２８人
　相談会参加者：１６人

Ａ 地方創生推進
課

■移住体験ツアー参加者数
（圏域全体）
⇒平成２７年度において、２
０人

２１名 Ａ 地方創生推進
課

■移住促進ＰＲパンフレット
作成数（圏域全体）
⇒平成２７年度において、
１，５００部

５，０００部 Ａ 地方創生推進
課

①ワーク・ライフ・
バランス推進月
間の設定（イベン
ト開催）による啓
発

○仕事と生活の間で、その調和を欠く
問題を抱える人が多く見られ、それが
将来への不安となり、また豊かさを実
感できない大きな要因となり、このこと
が、社会の活力の低下や少子化・人
口減少にも関係すると言われていま
す。このことを解決していくためには、
仕事の面では、働きやすい職場づく
り、長時間労働の抑制、有給休暇や
育児・介護休暇等の取得しやすい職
場環境づくりなど、生活の面では、男
女共同参画意識の向上、男性の家
事・育児などへの参加、子育て・介護
支援の充実など、いわゆる仕事と生
活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の
実現を図ることが求められています。

⇒ワーク・ライフ・バランスに対する理解の
促進とその実現に向けた気運の一層の醸
成を図るため、「ワーク・ライフ・バランス推
進月間」を設定して、広報・啓発に繋がるイ
ベントを企業の協力を得て開催します。

○鳥取県西部圏域の９市町村は、生
活圏、経済圏等を共にしています。今
後推測されている人口減少に対し、生
活圏・経済圏等の衰退の緩和、又は
維持を図り、今後も圏域の活力を保持
するため、圏域外、特に都市部から圏
域内への移住定住を一層進める必要
があります。

⇒鳥取県西部圏域の９市町村が連携し、関
西圏在住の移住希望者等に対するセミ
ナー・相談会及び体験ツアーを実施するとと
もに、住居・仕事等に係る移住者支援施策、
子育て環境など、圏域の特色をまとめた移
住定住促進パンフレットを作成します。

地方創生先行型交付金を活
用し、次のとおり事業を実施
した。

①鳥取県西部移住セミナー
＆相談会（平成２８年２月２１
日、於：大阪）

②鳥取県西部地域「ええト
コ」発見ツアー（平成２８年３
月１９日～２０日）

③上記①②のイベント広報
（チラシ： ６０，０００枚、折
込： ５０，０００部、ラジオ： Ｍ
ＢＳラジオ）

④圏域パンフレット作成（５，
０００部）

①鳥取県西部圏
域移住定住推進
連携事業の実施

圏域内の移住定住をさらに
加速化させるため、平成２８
年度は、地方創生加速化交
付金を活用し、圏域市町村
の特長を活かしたバラエティ
に富んだ住みよさ・暮らしや
すさを首都圏をはじめとする
全国の人に体験してもらう
「移住体験モニター事業」を
実施し、その様子を「移住体
験ムービー」として映像コン
テンツに編集し、これを新た
に立ち上げる「とっとりＷＥＳ
Ｔ移住ポータルサイト」（仮
称）のほか、ＳＮＳ等の情報
発信ツールにより全国に発
信することで、圏域内への
移住をさらに促進することと
している。

(参考）
平成２８年度は、１０月（推進
月間に設定）に、ワーク・ライ
フ・バランスの広報・啓発に
繋がるイベントを開催するこ
ととしている。
また、市民への啓発のた
め、市報に特集記事を連載
することとしてている。

１　鳥取県
西部圏域
が連携し
た地方創
生への取
組

Ⅳ　助け合
いみんな
で伸びるま
ち米子

～広域連
携を推進
し、圏域の
一体的な
発展を図り
ます～

Ⅲ　ひとを
愛し育む
希望のま
ち米子

～少子化
対策の推
進を図り、
若い世代
の結婚・出
産・子育て
の希望を
かなえます
～

６　「働き
方改革しま
せん
か！？」仕
事と生活
の調和
（ワーク・ラ
イフ・バラ
ンス）の促
進
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Ｄｏ Ａｃｔｉｏｎ
政策分野 施策分野 平成２７年度の取組内容 ＫＰＩの目標 ＫＰＩの実績 評価区分 見直し等の方向性

Ｐｌａｎ
施策

Ｃｈｅｃｋ
所管課

１　鳥取県
西部圏域
が連携し
た地方創
生への取
組

②鳥取県西部圏
域版「ＤＭＯ」推進
調査の実施

○大山寺開山１３００年を契機とし圏
域の活性化を図ろうとする機運が高ま
る中で、官民が一体となって事業を推
進するイメージが構築されていませ
ん。また、今後の増加が予想される外
国人旅行者について、受け入れ環境
の整備を行う必要があります。さらに、
地域産品や歴史等の地域資源を有効
に活用した地域ブランドの確立が不十
分であり、圏域全体の活性化を目指し
た地域プラットホームを検討する必要
があります。

⇒次に掲げる取組を行います。
ア　圏域の観光振興におけるＳ・Ｗ・Ｏ・Ｔ分
析の実施、また、今後の同分野の取組に反
映させるため、地域資源、２次交通、Wi-Fi環
境、ユニバーサルデザイン化などについて
調査・研究を実施します。（鳥取県西部圏域
版「ＤＭＯ」推進調査事業）
イ　圏域の特産品開発を含めた地域ブラン
ド構築の構想を策定します。
ウ　上記の調査等の結果を踏まえ、圏域に
おけるＤＭＯ（観光地域づくりの中心組織）
の設立を目指します。

※「ＤＭＯ（Destination　Marketing／
Management　Organization）」とは、様々な
地域資源を組み合わせた観光地の一体的
なブランドづくり、ウェブ・SNS等を活用した
情報発信・ブロモーション、効果的なマーケ
ティング、戦略策定等について、地域が主体
的になって行う観光地域づくりの推進主体。
※「Ｓ・Ｗ・Ｏ・Ｔ分析」とは、目標を達成する
ために意思決定を必要としている組織や個
人のプロジェクトやベンチャービジネスなど
において、外部環境や内部環境を強み
(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会
(Opportunities)、脅威(Threats) の４つのカテ
ゴリーで要因分析し、事業環境変化に対応
した経営資源の最適活用を図る経営戦略策
定方法の一つ。

地方創生先行型交付金を活
用し、次のとおり、各種調査
事業を実施した。
●Ｗｉ－Ｆｉ環境調査
●インバウンド及び二次交
通実
●西部圏域認知度調査
●地域資源調査
●観光関連事業・団体調査
●ブランド化に向けた指針
の作成
●ユニバーサルデザイン調
査

■鳥取県西部圏域版「ＤＭ
Ｏ」推進調査事業
⇒平成２７年度において、調
査結果の報告書を取りまと
めます。

鳥取県西部圏域版「ＤＭＯ」
推進調査業務報告書作成

Ａ 今後は、調査結果を基にし
たマーケティングにより効率
的、効果的な誘客方法を検
討することとしている。
なお、平成２８年度は、地方
創生加速化交付金を活用
し、各市町村の特性を活か
した地域間連携をより強固
なものとし、多様な業種の連
携による事業を展開すること
で、大山のパワーブランド化
を推進し、新たな観光地域
づくりを目指すＤＭＯの設立
に向けた基盤整備に取り組
むこととしている。

観光課

２　中海・
宍道湖・大
山圏域が
連携した
地方創生
への取組

①三大都市圏で
の圏域ＰＲプロ
ジェクト

○中海・宍道湖・大山圏域は、出雲大
社、水木しげるロードなどの観光地
や、皆生温泉や玉造温泉などの温泉
地等、豊富な観光資源を有していま
す。しかしながら、圏域外での本圏域
内観光資源の認知度不足から、観光
客が本圏域を訪れる機会は多くない
のが現状です。このため、圏域外から
の観光客の増加を図るため、特に人
口集中地域である三大都市圏（首都
圏、関西圏、中京圏）での本圏域の認
知度向上に取り組む必要があります。

⇒次に掲げる取組を行います。
ア　首都圏及び関西圏において、公共交通
機関の車両広告やデジタルサイネージ（電
子表示機器）等を利用し、本圏域の観光資
源をPRします。また、PR期間中に合わせて
開催される既存イベントにおいてＰＲ活動を
行います。
イ　中京圏において、平成２７年３月に「フジ
ドリームエアラインズ出雲ー名古屋小牧便」
が運行再開されたことを機に、ＰＲイベントを
実施します。

地方創生先行型交付金を活
用し、次のとおり事業を実施
した。
①京阪神エリアでの観光プ
ロモーション
・JR大阪環状線ラッピング列
車運行と車内広告ジャック
（平成28年2月4日～3月23
日）
・京阪神地区JR主要５駅デ
ジタルサイネージを利用した
圏域観光PR（平成28年3月7
日～20日）
・大阪での観光PRイベント開
催（平成28年3月13日）
②中京圏での観光プロモー
ション
・JR名古屋駅デジタルサイ
ネージを利用した圏域観光
PR（平成28年3月1日～14
日）
・JR名古屋駅エクスプレス
ボードを利用した圏域観光
PR（平成28年3月1日～14
日）
・名古屋での観光PRイベント
開催（平成28年3月5日・6
日）
・中京圏情報誌、新聞広告
による圏域観光PR（東海
ウォーカー・中日新聞）

企画課

Ⅳ　助け合
いみんな
で伸びるま
ち米子

～広域連
携を推進
し、圏域の
一体的な
発展を図り
ます～
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Ｄｏ Ａｃｔｉｏｎ
政策分野 施策分野 平成２７年度の取組内容 ＫＰＩの目標 ＫＰＩの実績 評価区分 見直し等の方向性

Ｐｌａｎ
施策

Ｃｈｅｃｋ
所管課

②山陰いいもの
マルシェプロジェ
クト

○中海・宍道湖・大山圏域には、豊か
な自然が育んだ農水産品、一級の素
材を活かした加工品など優れた産品
が数多く存在しており、この地域に住
んでいるがゆえに気づかない優れた
産品等も多く存在します。しかしなが
ら、都市部での認知度はいまだ低く、
十分な販路の拡大が図れていない状
況です。

⇒圏域の官民組織が連携して山陰が誇る
「いいもの」を再発掘し、展示・販売する「山
陰いいものマルシェ」をJR西日本とタイアッ
プし開催します。この取組を通じて、出店者
同士の連携によるコラボ商品・新商品の造
成や６次産業化を目指し、都市部で勝負の
できる付加価値の高い商品づくりを図りま
す。このマルシェは、まずは圏域内で巡回開
催することとし、その後、関西圏や首都圏で
の開催に広げていきます。

地方創生先行型交付金を活
用し、「山陰いいものマル
シェ」開催した。
●圏域内での開催
①山陰いいものマルシェキッ
クオフイベント
・開催日：平成27年6月6日・
7日
・場所：松江市
・来場者数：約30,000人
②山陰いいものマルシェin
境港
・開催日：平成27年12月6日
・場所：境港市
・参加者数：約15,000人
●関西圏での開催
・大阪ステーションシティ（平
成27年11月14日・15日）・
大阪伊勢丹（平成28年1月
20日～26日）・イトーヨーカ
ドー　アリオ八尾店（平成28
年2月17日～22日）
・大阪ステーションシティ（平
成28年3月12日）・天王寺ミ
オ
（平成28年3月20日）
●中京圏での開催
・オアシス21（平成28年3月
23日・24日）

企画課

③インドとの経済
交流プロジェクト

○平成２５年に山陰インド協会が設置
され、平成２６年１１月には、中海・宍
道湖・大山圏域市長会、ブロック経済
協議会、山陰インド協会の３者合同に
よるインド・ケララ州の経済交流視察
を行いました。国内の人口減少が進
む中、経済規模を維持・拡大していく
ためには、新興国などの新規市場開
拓が欠かせません。中でも人口１２億
人のインドはASEAN１０カ国の２倍と
いう巨大な市場規模を有しており、今
後も経済発展が期待できる国です。

⇒現在協議中のケララ州と本市長会間、印
日商工会ケララとブロック協議会間のMOU
調印の実現に向けた取組を進めていくととも
に、インドへの日本語や各種技術の普及の
ためのバックアップを行い、圏域内企業のイ
ンド進出を促進し、圏域内の産業振興・国際
貢献を目指します。

※「MOU（Memorandum of Understanding）」
は、「了解覚書」。行政機関等の組織間の合
意事項を記した文書で、通常、法的拘束力
を有さない。

インド・ケララ州とのMOU調
印を次のとおり行った。
・日時：平成27年12月11日
・場所：インド　ニューデリー
・調印者：
【行政】
中海・宍道湖・大山圏域市
長会会長、インド・ケララ州
政府主席次官
【経済界】
中海・宍道湖・大山ブロック
経済協議会会長、INJACK
会長
・調印翌日に、日印両首脳と
調印者4名が面会し、調印の
報告
・日印両首脳の共同声明及
びファクトシートに本調印の
件が掲載

企画課

Ⅳ　助け合
いみんな
で伸びるま
ち米子

～広域連
携を推進
し、圏域の
一体的な
発展を図り
ます～

２　中海・
宍道湖・大
山圏域が
連携した
地方創生
への取組

25



Ｄｏ Ａｃｔｉｏｎ
政策分野 施策分野 平成２７年度の取組内容 ＫＰＩの目標 ＫＰＩの実績 評価区分 見直し等の方向性

Ｐｌａｎ
施策

Ｃｈｅｃｋ
所管課

④圏域インバウン
ド対策推進事業

○中海・宍道湖・大山圏域は、自然・
歴史文化・温泉などの観光資源に恵
まれ、また食材においても多種多様な
特産品が多いことから、観光地として
の潜在能力は高く、近年、クルーズ客
船の寄港回数の増加等により外国人
観光客が増加傾向にあります。しかし
ながら、海外での本圏域の認知度不
足、外国人観光客の受入体制の整備
不足から、十分な外国人誘客を図れ
ているとは言えません。このため、全
国的に見ると本圏域（鳥取・島根）の
訪日外国人客数は少ない状況です。

⇒次に掲げる取組を行います。
ア　本圏域の海外での認知度向上を図るた
めに、本圏域の魅力を海外に情報発信し、
認知度向上を図り、インバウンド集客につな
げます。
イ　外国人観光客が本圏域を訪れた際に、
買い物しやすい環境整備及び本圏域をス
ムーズに周遊できるよう公共交通機関での
多言語案内環境整備を実施します。
ウ　圏域内での情報収集・発信をしやすくす
るために、無料Wi-Fiスポットの整備等を実
施することで外国人観光客の満足度を高
め、リピーターの増加につなげます。

※「インバウンド」は、原義は「入ってくる、内
向きの」という意味の英語で、外国人旅行者
を自国へ誘致すること、または、海外から日
本へ来る観光客を指す。

地方創生先行型交付金を活
用し、本圏域の海外での認
知度向上を図るために、次
のとおり情報発信事業を実
施した。
①海外（タイ・フランス）向け
テレビ番組（圏域観光PR番
組）の制作及び放映等
・タイ向け番組（放送期間：
平成28年2月7日～3月27
日・番組本数：8本）
・フランス向け番組（放送期
間：平成28年3月1日～22
日・
番組本数：4本）
・フランス国内フリーペー
パーへの圏域情報の掲載
（「ZOOM JAPON」3月号・発
行部数：7万部）
②海外クルーズ客船寄港時
おもてなしテント作成
・作成テント数：10張

企画課

⑤圏域の産業を
「学ぶ」修学旅行
誘致プロジェクト

○中海・宍道湖・大山圏域は、ラム
サール条約登録湿地や国立公園など
豊かな自然環境と、神話の時代から
連綿と続く歴史・文化があり、観光資
源も豊富な地域です。しかしながら、
都市部からの交通手段の利便性や認
知度の低さなどから、観光客や修学
旅行生が本圏域を訪れる機会は、多く
ないのが現状です。近年、修学旅行
の行先は多様化してきているものの、
依然、関東や関西などの都市部が定
番であり、圏域での実績は僅かです。

⇒圏域の５市をコースに含めた修学旅行の
誘致を図ります。なお、単に観光地を巡るの
ではなく、各地の産業を実際に見て体験す
る、本当の意味での「学べる」修学旅行を構
築します。また、圏域５市の産業体験、地方
で活躍している企業や伝統工芸品について
学習する機会などを設けることにより、圏域
の魅力や様々な地場産業をＰＲします。

- 企画課

⑥ＩＣＴ活用による
観光案内・圏域Ｐ
Ｒ事業

○中海・宍道湖・大山圏域は、出雲大
社、水木しげるロードなどをはじめとし
た観光地や、皆生温泉や玉造温泉な
どの温泉地等、豊富な観光資源を有
しています。しかしながら、本圏域は
広範囲にわたるため、観光客がス
ムーズに各観光資源を周遊できる環
境整備は進んでいません。このような
中で、圏域の観光ＰＲは、雑誌広告等
の従来型メディアによる発信が主です
が、情報発信手法についてＩＣＴ技術を
活用することも必要です。

⇒本圏域全体でスマートフォンを活用した観
光案内アプリを導入し、観光客が本圏域を
周遊しやすい環境整備を行います。また、
観光案内アプリと併せて、ヴァーチャルリア
リティを活用した圏域の観光スポットを疑似
体験できるアプリを作成して、本圏域のＰＲ
イベント等で実際にヴァーチャルリアリティ体
験をしてもらい、圏域内観光資源の魅力を
伝え、観光客の増加につなげます。

- 企画課

Ⅳ　助け合
いみんな
で伸びるま
ち米子

～広域連
携を推進
し、圏域の
一体的な
発展を図り
ます～

２　中海・
宍道湖・大
山圏域が
連携した
地方創生
への取組
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施策

Ｃｈｅｃｋ
所管課

⑦産学・医工連携
による圏域経済
活性化事業

○中海・宍道湖・大山圏域には、島根
大学、鳥取大学医学部をはじめとした
高等教育機関があり、当該大学等の
存在は、産業振興、地域医療、雇用
の創出、地元企業への就職など、地
域活性化に重要な役割を果たしてお
り、貴重な地域資源です。大学等の研
究、技術開発能力や優秀な学生の育
成は、圏域の産業界にとって貴重な財
産です。また、圏域の企業との共同研
究開発や企業からの調査・治験（医薬
品や医療機器の製造販売に関し法令
上の承認を得るために行われる臨床
試験）の委託など、大学等と地元企業
との結びつきの強化も重要です。

⇒県境を越えた大学等と圏域企業との産学
連携や学生の圏域内企業への就職、さらに
は圏域企業と医学従事者との医工連携な
ど、産業振興、雇用創出、若者定着を促進
する取組を圏域が一体となって実施し、圏
域経済の活性化と大学等の発展を図りま
す。

- 企画課

⑧中海・宍道湖・
大山圏域ものづく
り産業振興プロ
ジェクト

○中海・宍道湖・大山圏域の製造品
出荷額は、約９，５００億円と山陰両県
の６割近くを占めており、製造業の事
務所・従事者数でも両県の半分を占
めています。本圏域には、国内市場の
トップクラスのシェアを有する企業も存
在し、地域ごとに特色ある産業集積が
存在しています。しかしながら、その大
半が中小零細企業であるがゆえ、新
商品開発や取引先開拓など積極的な
企業活動に取り組めていない状況に
あります。圏域内事業所には、優れた
製品・技術や開発力を有する企業も
数多く存在しますが、そうした企業情
報の共有化や圏域内における企業間
連携が十分活かされていない状況が
あります。

⇒企業間連携の基礎とするため、総合商社
等のネットワークや地元金融機関等の圏域
内ネットワークで組織する専門調査チームを
編成し、圏域内企業のデータベースを質・量
ともに充実させ、圏域内外の企業間のビジ
ネスマッチングの強化や、企業間のサプライ
チェーン（複数の企業間での統合的な物流）
の構築により圏域内における資金循環を促
進していきます。さらに、本圏域の強みであ
る産業集積・技術力をパッケージ化し、圏域
外の企業にわかりやすくＰＲすることでビジ
ネスマッチングの機会を増加し、圏域内のも
のづくり産業の振興を図ります。また、外貨
獲得のため、圏域内のコネクターハブ企業
への支援を行い、圏域内ものづくり産業を活
性化させます。

※「コネクターハブ企業」とは、地域の中で
取引が集中しており（取引関係の中心となっ
ているハブの機能）、地域外とも取引を行っ
ている（他地域と取引をつなげているコネク
ターの機能）企業。

- 企画課

⑨自然環境豊か
な中海・宍道湖の
活用プロジェクト

○中海・宍道湖・大山圏域には、ラム
サール条約に登録されている中海、
宍道湖があり、平成２７年度に登録１
０周年を迎えます。中海・宍道湖には
ラムサール条約登録の基準を大きく
上回る鳥類の飛来があり、西日本最
大の鳥類越冬地であるにもかかわら
ず、自然環境の豊かさや魅力が圏域
内外に広く伝わっていない状況があり
ます。

⇒バードウォッチングなどラムサール条約登
録湿地の中海・宍道湖をはじめ圏域の特徴
ある豊かな自然環境を活かした事業を展開
し、その豊かさを実感してもらうことで、住み
たくなる、訪ねてみたい圏域づくりを実現し
ていきます。圏域内外からの誘客を図るた
め、初心者でも気軽にバードウォッチングが
楽しめるようにスポットを紹介したパンフレッ
トの作成や中海・宍道湖のPRを関係機関と
連携して行うことで、圏域のイメージアップや
交流人口の拡大を図ります。

- 企画課

⑩ＥＶなどのエネ
ルギー利用

○EV（電気自動車）の普及啓発は、大
気中への二酸化炭素排出の削減を図
ることができます。一方で、ＥＶで長距
離を移動する場合は、外部電力によ
る充電が必要となるため、充電ポイン
トの周知等を図っていく必要がありま
す。

⇒自然と調和した環境に優しい圏域を構築
するため、二酸化炭素を排出しないEVの普
及啓発や利用促進など、低炭素社会の実現
に向けた取組を進めます。具体的には、こ
の圏域の特徴である豊かな自然環境に配
慮したEVレンタカーの観光利用を促進し、観
光客の増加及びEVの普及を図ります。特
に、観光地での走行不能の不安を解消し、
より快適に観光時間をうまく利用した充電、
周遊ができるようにするため充電ポイントの
周知を行います。

EV急速充電器マップの更新
印刷部数：10,000部
圏域の道の駅及びサービス
エリアに設置した。

企画課

Ⅳ　助け合
いみんな
で伸びるま
ち米子

～広域連
携を推進
し、圏域の
一体的な
発展を図り
ます～

２　中海・
宍道湖・大
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Ｐｌａｎ
施策

Ｃｈｅｃｋ
所管課

⑪ＩＣカードを核と
した地域活性化

○鳥取・島根の両県は、いわゆる交通
系ICカード空白地域となっており、この
圏域においても交通系ICカードの導入
は進んでいません。導入を検討するに
当たっては、一体的な発展、スケール
メリット、利便性の向上等を考慮すれ
ば、圏域で共通したシステムの導入が
考えられますが、複数の公共交通機
関（交通事業者）が関係し、導入する
範囲やカードシステムなど、圏域での
一体化には様々な課題が想定されま
す。また、ICカードを導入することによ
り、利用者の移動動線や消費行動が
データベース化できることから、様々
な需要等の掘り起こし、公共交通機関
のダイヤ設定などにもデータを活用す
ることが可能ですが、圏域において同
種のカードを導入している例はなく、
行政のみで実施することも困難です。

⇒当面は、金融機関などの関係機関と協
議・調査等を実施します。

- 企画課

■圏域への観光入込客数
《年間》
⇒５年後（平成３１年）におい
て、３，８７０万人（平成２６
年：約２，８６５万人）

２８，４８７，６１３人 Ｃ 三大都市圏での圏域情報発
信事業や山陽･四国･九州方
面に向けた観光プロモー
ションなど、国内外からの観
光入込客数の増加につなが
る取組を強化することとして
いる。

企画課

■圏域での外国人宿泊客数
《年間》
⇒５年後（平成３１年）におい
て、１１万２千人（平成２６
年：約５万６千人）

８５，２３５人 Ａ 海外に向けた圏域の情報発
信や外国人観光客の受入
体制整備など、引き続き外
国人宿泊客数の増加に資す
る事業に取り組むこととして
いる。

企画課

■山陰いいものマルシェ来
場者数《累計》
⇒平成２９年度までに、１５
万人

４５，０００人 Ｂ 山陰いいものマルシェに関
する情報発信の強化や出店
者の研修会・交流会を実施
するなど、取組の充実を図
り、来場者の増加を図ること
としている。

企画課

■ビジネスマッチング商談件
数《累計》
⇒５年後（平成３１年度）まで
に、１，８００件（平成２４年度
～平成２６年度累計：７６５
件）

１，２９３件
※平成２７年度：５２８件

Ａ 「圏域ものづくりｎｅｔ」等によ
る圏域内外への圏域企業の
情報発信やビジネスマッチ
ング事業を継続実施して事
業の充実を図り、引き続き圏
域内企業の商談件数の増
加に取り組むこととしてい
る。

企画課

【中海・宍道湖・大山圏域が連携した地方創生への取組に係るＫＰＩ】
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